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なお、攻めの分野に特化した内容は、今回の内容に含まれていない。基本領域では、攻

め、守り、いずれの分野のシステム開発にも共通的な内容を解決することから始めた。ま

た、応用領域では、現在のシステムをそのまま再構築する場合を前提とした内容を整理し

た。 

例えば「イノベーション」などに代表される攻めの分野には、開発手法の違いによる勘

どころや、基本領域に追加するプロセスなどが考えられる。また、「モダナイゼーショ

ン」などの守りの分野でも、全面刷新やパッケージ導入時などの内容を整理することが求

められる。両ガイドブックを踏まえて、今後の取り組みにつなげていきたい。 
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「品質保証」に関する問題 

再構築の品質保証では新規開発と異なり、「業務継続性の担保」が求められることに特

徴がある（「業務継続性」の詳細は後述する）。 

しかし、どういう状態になれば業務が継続できると言えるのか、および、どういう確

認をどこまで行えば業務継続性を担保できると考えるかは、業務の重要度やステークホ

ルダによって異なり、また再構築プロジェクトに掛けることができる予算や期間によっ

ても左右される。そのため、業務継続性の担保の方針は、再構築対象のシステムのオー

ナーであるユーザ企業が検討し判断する必要がある。しかし、現行業務知識が失われて

いると、その検討や判断ができなくなってしまう。 

また、品質保証の取り組みとしてテストを実施する際には、以下のような問題が発生す 

る。 

 

① テストをどこまで実施する必要があるかの判断が困難 

現行の仕様が把握できていないことから、処理ルートやデータバリエーションの全

量が分からないため、新規開発のようにテストの網羅性によって品質を担保すること

ができない。テストをどこまで実施すれば品質を担保できたと言えるのかについて、

あらかじめ方針を決めておかないと、どういう状態になればテストを完了してよいの

か判断できず、延々とテストを実施し続けるという事態に陥ることがある。 

 

② テスト項目の作成が困難 

現新比較テストやシステムテスト以降のテストでは、業務の代表的な処理を中心に

確認するケースがある。しかし、テストで不具合が多く発生したために、品質改善の

テストを実施することがある。例えば、代表的な処理以外に確認範囲を広げる、また

は確認観点の粒度をより詳細にすることがある。しかし、現行の仕様が把握できてい

ない場合は、どのようなバリエーションのテストをすればよいかが把握できず、テス

ト項目を作成することも困難となる。 

 

③ トラブル時に解析が困難 

再構築では品質確認手段として、現行システムから取得した実データをインプット

に、現行システムと新システムで同じ処理を実行し、そのアウトプットを比較すること

がある。現行システムと新システムで同じ動作結果となっているかを確認する現新比

較テストである。テスト方法はブラックボックステストで行うため、テスト項目作成時

や現新比較テストの結果に不一致が起こらない間は現行の仕様は把握できていなくて

も問題にならない。しかし、現新不一致が発生した場合、現行の仕様が分からないと不

一致の原因解析が難航し、テストの遅延につながる。  
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＜トラブル事例＞ 

大部分がリホストの前提で、通常の開発のような V 字モデルの品質積み上げを実施せ

ず、現行踏襲部分の品質は現新比較テストで担保する方針とした。現行仕様の分かる設

計書・ドキュメント類は存在しない状態だったが、テストに必要となる業務知識、シス

テムの知識は現行保守ベンダが把握しているという前提であった。 

テスト着手後、現行仕様から追加・変更した箇所で仕様漏れが発生したことにより、

品質強化のために追加のテストが必要となったが、テスト項目のインプットとなる設計

書類が存在せず、また期待していた現行保守ベンダもシステム全体にわたる業務知識は

有していないことが判明した。そのため、必要なテスト計画が立てられず、数年分のサ

イクルテストをすることで対応する方針となったが、テスト期間が大幅に延伸し、シス

テムのリリースも延伸した。 

上記のような背景から、一般社団法人プロジェクトマネジメント学会（以下、PM 学

会）でも、レガシーシステムの再構築をいかに実現し、品質を確保するかというテー

マが度々発表されている。 

 2015 年度「レガシーモダナイゼーションプロジェクトにおける提供品質確保の

取り組み」[2] 

 2016 年度「新旧比較照合テスト自動化による,マイグレーション開発の品質保

証」[3] 

など 

参考情報 
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1.3 再構築の問題化を防ぐために 

本ガイドの目的 

前述のような問題を避けるためには、現行システムの状態を正しく認識した上で再構築

の方針を決め、実行計画を立てることが肝要である。 

「経営者が参画する要求品質の確保～超上流から攻める IT 化の勘どころ～」[5]では、シ

ステム開発の成功のためには、事業や業務検討の始まりから要件定義までの、「超上流」工

程におけるユーザ企業とベンダ企業の双方の取り組みが重要であることを述べている。 

 

同書では新規開発を想定しているが、再構築でも同様に「超上流」工程が重要である。す

なわち、企画段階で現状認識（現行システム資産の量・質、有識者の有無など）を正しく行

い、再構築の目的を基に再構築後のシステムに求められる要求事項から求められる要件や

機能などを整理し、それらを基に、一定の品質に到達させるために必要な作業を計画し、そ

れに係る工期・コスト・リスクを明確化する。それらについて、ユーザ企業とベンダ企業双

方で共有した上で開発を進める。（本ガイドで使用している工程区分は、図 1.9 を参照） 

本ガイドでは図 1.8 に示すように、過去の問題化案件の知見から抽出した、再構築の企画

段階で検討すべき観点を説明する。各観点で検討すべき内容は、再構築手法（例えば、リホ

スト・リライト・リビルドなど）によって変わるため、検討の前段として、どういった手法

で再構築を実現するかを選定することが重要である。 

このため、再構築の目的・要求事項や現行システムの状況から最適な再構築手法を選択し

リスクを洗い出す流れを 2 章「再構築手法選択編」に、選択した手法とそのリスクをもとに

リスクの予防策を検討する観点を 3 章「計画策定編」に分けて説明する。 

2 章および 3 章の内容を企画段階で取り入れることで、要件定義以降の工程で発生する恐

れがある問題の予防につなげてほしい。 
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本ガイドの前提条件 

 ここまで述べてきた内容も含め、本ガイドが対象とする開発の前提条件を以下にまとめ

る。 

(1) 再構築に特有な内容のみを対象とし、新規開発でも実施する内容は説明の対象外と

する。必要に応じて、IPA 発行の共通フレーム[7]や PMBOK[8]、その他の開発標準類

を参照すること。 

 

(2) アプリケーションのみを変更するケースは対象外とし、現行システムの基盤を含め

刷新するケースを対象とする。 

 

(3) 現行システムの業務要件を原則変えずに再構築する（一部業務要件の変更は含む）

ケースを対象とし、以下の 4 種類の再構築手法に関して説明する。なお、業務フロ

ーの見直しなどを含むシステムの全面刷新や、新システムでパッケージ製品を利用

するケースは、今後の検討課題とする。 

 リビルド 

 リライト 

 リホスト 

 ハードウェア更改 

 

本ガイドでの再構築手法の定義 

再構築手法の定義は企業や書籍によって異なるが、本ガイドでは、再構築でのアプリケー

ションの移行に際して、現行システムのどのレイヤの設計情報を維持するかによって図

1.11 の 4 種類に分類している。 
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第２章  再構築手法選択編 
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インプット情報 

各ステップでインプット情報を定義している。再構築手法を選択する情報の種類は、現

行システムの稼動状況が分かる運用情報やインシデント情報、システム構成が分かる構成

情報や資産情報、開発状況が分かる情報や開発体制、および新システムへの要求事項など

広範囲に渡っている。 

アウトプット情報 

各ステップでアウトプット情報を定義している。再構築手法選択編のアウトプット情報

としては、再構築手法だけではなく、その再構築手法に関わるリスク、および再構築手法

の選択条件と判断情報も出力される。 
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2.2  現行システムの調査・分析（ステップ１） 

目的 

再構築において拠り所となる現行システムの状態を正確に把握するために、現行システ

ムの調査・分析を行う。再構築するにあたっての現行システムの構成や規模などの基礎情報、

再構築手法選択に際して必要となる業務知識（有識者やドキュメントなど）の状況を把握す

るためだ。現行システムの現状を正確に把握することによって、長年の運用によってブラッ

クボックス化したシステムにおいて、これまで気づかなかったものを見える化することも

できる。 

また、再構築の拠り所となる現行システムの仕様や運用などを正確に把握することは、再

構築工程に入った後での現行仕様の認識違いによる手戻りや品質問題化を防ぐことにもつ

ながる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行システムの稼動状況や現行資産は膨大である。調査・分析作業を効率的に行うに

は、再構築のテーマや目的をもとに分類して進める。例えば、老朽化対応であれば、シ

ステム構成やソフトウェア構成を中心に調査分析する。維持コスト削減であれば、運

用・保守の状況を中心に調査するといった具合だ。再構築のテーマに応じて調査・分析

作業することが肝要である。 

ポイント！ 
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アウトプット情報 

調査・分析で得るべき項目の代表例を、調査観点ごとに以下に示す。これらの調査結果は、

再構築手法（特にハードウェア更改以外のリホスト、リライト、リビルド）の決定、および

再構築計画の策定に必要な情報となる。 

 

(1) 資産 

再構築にあたって、現行システムの構成や規模を把握し、アプリケーションの保守性

および再利用範囲を見極めるための基礎情報。 

 現行システムの巨大化、肥大化の度合い（資産規模、言語の種別、定義体数など） 

 新システム構成検討に必要な項目（現行システム構成、適用ミドルウェア、データ

ベース管理システム、文字コード体系、外字の使用有無など） 

 アプリケーションの保守や維持における特性（複雑度や類似度） 

 再利用や移行対象の候補となる資産（商用システムでの稼動、または未稼動の区分） 

 

(2) 業務知識の保有状況 

業務知識の断片化、細分化の状況や度合いを調査、分析する。 

また、再構築手法の選択において、再構築対象となる基幹システムの業務仕様の掌握

度合いや連携する他システムへの影響調査、業務継続性を判断できる有識者の関与度合

いを判断する際に必要となる情報である。 

① 有識者 

有識者については、スキルの深さ（質的な面）と業務エリアなどの習熟範囲、カバ

ー範囲（量的な面）の 2 つの側面がある。 

 再構築時に必要な有識者（業務仕様、基盤、システム運用・保守担当）の状況 

 運用検証や合否判定ができる体制や要員検討のための、保有スキルセット 

 

② ドキュメント 

 ブラックボックス化の度合い（設計ドキュメントが最新になっているか など） 

 運用検証のシナリオ作成のために必要なドキュメント（業務フロー、機能仕様

書など）の有無 

 

(3) 処理方式 

リホストなど再構築手法によっては、再構築後も現行と同じシステム機能が必要とな

るため、現行システムでどのような処理方式が存在するのか、明確にする必要がある。 

これらを明確にするため現行システムがどのような処理方式で動作しているのか調査

を実施する。 
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① 再構築手法によって、移行方法や新システムでの処理方法が変わる項目の例 

 新システムで検討が必要な項目の候補（アプリケーションの動作環境、オンライ

ン処理方式、バッチ処理方式、データベースアクセスの方法、帳票の出力方法な

ど） 

② 手法の選択にかかわらず新システムへ引き継ぐ必要のある項目の例 

 再構築時に対外的な調整や検証が必要な外部接続先の種類や連携方法（メッセー

ジ連携、ファイル転送方法、文字コード変換の有無と種類など）  

 印刷位置の踏襲が必要な規定帳票やメールシーラなどの指定帳票の有無。 

 

(4) 非機能要件 

再構築手法の選択によって、新しい OS やプラットフォームにより基盤を再構築する場

合、新旧システムの構成の違いから、運用や性能、信頼性は現行システムと全て同じに

なるとは限らない。 

従って、業務の運用に支障がないように現行システムから引き継ぐ範囲や内容を明確

にする必要がある。このため、下記のような非機能要件を観点とした現状調査を行う。    

 現行から新システムへ引き継ぐ情報を整理するための現行運用項目（運用時間帯、

運用スケジュール定義、バックアップ、リカバリ方法など） 

 現行から新システムへ引き継ぐ範囲を明確にするための可用性、信頼性項目（現行

システムの冗長構成や多重化の対象有無、稼動率、停止時間など） 

 新システムの性能評価のための比較元情報（現行システムの性能情報） 

 

(5) 業務データ 

再構築手法の選択により、システム切り替えやデータ移行が発生する場合のために、

業務データ量やデータ仕様を調査し、把握する必要がある。 

 新システムの設備量や拡張性の諸元になる、データ容量やデータ伸長率 

 データ移行時に考慮すべき、データ構造やテーブル数、データレイアウト 

 

(6) 保守状況 

再構築後の保守環境や再構築スケジュールの検討に必要な現行システムの保守状況の

調査を行う。 

 再構築による投資効果を評価するための現行システムの運営コストやアプリケーシ

ョンの保守コスト 

 再構築の際に考慮が必要になる凍結可否や凍結時期の検討のための現行システムの

アプリケーション保守状況（変更時期、頻度など） 

 移行元アプリケーションの保守状況や品質状況を確認するための、これから着手す

る予定の案件やインシデントの発生状況など。 
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2.3  新システムの要求事項分析（ステップ２） 

目的 

システム再構築した先にある最終目的は、経営課題を達成することである。そのために

新システムの求める姿を描いたうえで、再構築の目標や目的を設定するところからはじめ

る必要がある。 

再構築の目的がはっきりしないと、再構築に進むべきか、止めるべきかの判断も曖昧に

なる。再構築の目的と、それを実現するための新システムの要求事項を明確にすることが

重要である。 

さらに、優先度が高い要求内容―例えば、運用コスト削減や保守性を上げることが優先

なのか、業務スリム化や業務柔軟性を向上させることが優先なのか―を明確にして、それ

に合った最適な手法を選択する必要がある。 

本ガイドでは、再構築の代表的な目的や‘きっかけ’である以下の 5 つを取り上げ、こ

れを「テーマ」として起点に用いることにより、再構築手法の選択や計画策定のスタート

ラインとしている。  

 

表 2.1  再構築のテーマ一覧（再掲） 

No 再構築テーマ テーマの意味 

1 HW SW老朽化対応 ハードウェア機種やソフトウェアの販売終了、サポート終了などへの

対応 

2 維持コスト削減 現行システムの維持管理コスト（運用・保守コストなど）の削減 

3 業務スリム化 肥大化、複雑化した現状基幹システムのスリム化、業務改善、運用の

改善 

4 柔軟性向上 新しいビジネスとの連携や新サービスへの対応を容易する柔軟性向

上 

5 要員不足対応 現行システムの保守要員の高齢化やレガシー技術者の減少への対

応 

 

ステップ 2 では再構築の目的を軸にして新システムの要求事項をまとめて、次のステッ

プ 3 にて再構築手法を選択する。 
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インプット情報 

本ガイドにおける新システムの要求事項分析に必要なインプット情報を示す。 

 

(1) 新システムの要求事項一覧テンプレート 

(a) 再構築の起点となる再構築のテーマ 

本ガイドで取り扱う代表的な再構築テーマを表 2.1 および表 2.3 に示す。 

 

(b) 新システムの要求事項 

本ガイドでは、「JUAS 企業 IT 動向調査 2016（15 年度調査）」[1]などから、再構

築に求められる必要性の高い要求事項を例として表 2.3 に掲載した。 

表 2.3 は、再構築テーマと要求事項を関連付けたマトリックス形式にしている。 

マトリックス形式の整理により、新システムの要求事項が、再構築の目的と合致

しているか確認しやすくなり、経営、業務、IT システムに対する要求事項が全体と

して整合し、方向性が統一されるかなどの検証に活用できる。 

 

(2) 各企業の固有情報 

 経営    ：経営方針、事業目標 など 

 業務    ：現状の業務課題、今後の改善事項 など 

 IT システム ：現行システムの課題、問題点一覧 など 

 

表 2.3 に掲載していない独自の要求事項を追加するためのインプット情報として使用

する。 

新システムの要求事項の例を表 2.3 に示す。再構築テーマ（5 つ）は、「インプット情

報」(1)の表 2.1 に対応したものである。新システムの要求事項は、「インプット情報」

(2)の例である。 

表 2.3 では、起点となる再構築テーマに寄与すると考えられる要求事項例からあらか

じめ‘レ’点を付与しているので、要求事項の抽出や優先度設定などの参考にされた

い。 
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(2) 新システム要求事項の抽出 

再構築目的をもとに、図 2.5 の要求事項例の中から適合する要求事項を抽出する。 

 

(3) 独自の要求事項の追加 

業務部門、システム部門、運用部門などからそれぞれの要求事項を追加し、経営、業

務、IT システムに区分し、全体として再構築の目的に合致するか、方向性や整合性を確

認する。  

 目的を実現するのに適切な手段か、他の手段はないか 

 手段は目的にどのくらい貢献しているのか 

 

(4) 新システム要求事項一覧の完成 

要求内容の重要性、緊急性、必要性などにより、優先付けを行う。本ガイドでは、起

点となる再構築テーマに寄与すると考えられる要求事項例にからあらかじめ‘レ’点を

付与しているので、優先度設定の参考にされたい。例えば、要求事項ごとに、再構築の

目的に合致するか否かを確認し、再構築手法と関連性のない、または再構築手法の選択

に影響を与えない要求事項は、選択の優先付けから除外する。 

また、優先度を設定する際に、その理由や背景、根拠を記載する必要がある場合は、

適宜欄を追加して記述する。（使用例を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ガイドでは、上記の留意点の実施タイミングは(3)としているが、各企業の状況に合わ

せて別タイミングで実施してもよく、どのタイミングでも検証することが重要である。 

  

 要求事項は要求元（業務部門、システム部門、運用部門など）によって、視点や

動機が異なるため、再構築の目的に合致するか、方向性が統一されるかなどの確

認が必要である。 

 経営、業務、IT システムに対する要求を目的と手段からそれぞれ関連付け、全体

として整合しているか検証が必要である。 

 要求事項を再構築の目的と関連付けることで、再構築とは関連性のない、または

再構築手法の選択に影響を与えない要件の抽出ができる。再構築手法の選択に影

響を与えない要求は、手法選択段階では使用せず、計画策定段階で使用する。（表

2.3 新システムの要求事項一覧テンプレートの No.5,6） 

ポイント！ 
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2.5 再構築手法の決定（ステップ４） 

目的 

現行システムの状況と新システムへの要求事項から再構築に最も適した手法を決定する。 

まず、ステップ 3 にて候補として選定した再構築手法について、メリット・デメリットや投

資対効果を検討する。次に、再構築において発生する可能性のあるリスクについて、ステー

クホルダ（経営者、業務部門、システム部門、運用部門など）で共有を図り、最適な再構築

手法を決定する。その際には、参照した情報や判断の根拠とした情報を記録として残す。 

なお、ステップ 3 で選択した手法にて、期待した効果が得られないためステークホルダ間

での合意が得られない場合は、手法の再選定、または新システムへの要求事項や優先度の見

直しを行い、再度ステップ 2 からの手順を実施する。 

 

インプット情報 

(1) 現行システムの調査・分析(ステップ 1)の結果 

「現行システム調査・分析結果報告書」 など 

 

(2) 新システムの要求事項分析(ステップ 2)の結果 

「新システム要求事項一覧」 など 

 

(3) ステップ 3 において選定した、再構築手法の候補 

「ハードウェア更改」、「リホスト」、「リライト」、「リビルド」のいずれか 1 つ、または

複数。 

 

(4) 「表 2.4 再構築手法の種類と特徴」 

再構築手法に応じて構築にかかるコスト・時間や品質確保に必要な有識者の関与度合

いと保守性の向上など再構築後の効果を対比した手法決定のためにステークホルダが参

照する情報。 

 

(5) 「表 2.5 再構築におけるリスク要因テンプレート」 

 

(6) 「表 2.6 再構築におけるリスク対応テンプレート」 
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アウトプット情報 

(1) 決定した再構築手法（後続の計画策定のインプット） 

 

(2) 再構築手法決定の根拠、ステークホルダ間で意識合わせを行った合意形成の記録 

＜アウトプット例＞ 

 再構築手法の投資対効果の比較評価 

 リスク評価一覧、リスク対応方針 

 再構築手法は何を元に決定したのか、誰の判断で決まったのか、合意形成した決定

会合の議事録 など 

 

 

 

 

 

 

作業手順 

ステップ 3 にて候補選定した再構築手法から、最適な再構築手法を決定するまでの手順

を以下に示す。 

(1) 再構築手法の投資対効果（メリット・デメリット）の確認 

(2) 再構築リスクの共有 

 選択した再構築手法において、再構築時に発生しうるリスクの抽出と評価 

 リスク対応方針の検討 

(3) 再構築手法の決定 

 

以下、この流れに沿って各手順を説明する。 

(1) 再構築手法の投資対効果（メリット・デメリット）の確認 

再構築手法にはそれぞれ特徴があり、メリット・デメリットや再構築時に必要なコス

トと構築後の効果は異なるため、表 2.4 を参考に、選択した手法におけるメリット・デ

メリットや投資対効果を確認する。 

① 再構築に必要な投資 

 再構築時に当たっての検証方法、品質確保の方法 

 再構築時に必要な業務有識者の関与度合い  

 再構築に必要なコスト、期間 

 必要な体制（リソース配置） 

再構築手法の決定などシステム化の企画は、1 回の決定会合で決まるとは限らない

ため、十分な期間を設けて論議していく必要がある。決定に至った経緯や根拠をトレ

ースし、振り返ることができるように、記録を残しておくことが肝要である。 

ポイント！ 
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(2) 再構築リスクの共有 

① 想定リスクの抽出と評価 

ステップ 3 で選定した再構築手法を対象に、リスク要因と再構築時に発生しうる

リスクをステークホルダで共有し、認識合わせを行う。 

システム再構築時に問題化する可能性のある、リスク要因とリスク例を表 2.5 に

示す。 

表 2.5 のリスク要因とリスク例の中から、当てはまり発生しうると考えられる（該

当する）リスクを特定・抽出し（①該当有無）、ステップ 3 で選定した再構築候補

を対象に、②リスク評価（顕在化の度合いなど）を行う。 

 

 

 

 

 

 

  

 候補となる手法が複数の場合は、手法間での相対的な評価を行う。 

 例にないリスクが想定される場合には、追加のうえ評価する。 

ポイント！ 
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2.6 ケーススタディ 

はじめに 

本章の各ステップ全体を通した使い方の参考として、システム化企画段階の例題に基づ

いたケーススタディを示す。本ケースを各企業の状況に置き換え、本ガイドの使い方の参

考にされたい。 

 

  

【ケーススタディの概要】 

大規模な基幹システムを短期間で再構築する場合の手法選択のケーススタディで、

最終的に以下の(1)～(3)の内容で開発が進められた。 

 

(1) 「システム運用のコスト削減を目的として、基幹システムのメインフレーム保守

契約満了を期に、現行システムの資産・運用・ハードウェアをオープン化」 

 

～再構築の目的～ 

 運用コストの削減 

 オープン環境への開発要員のシフト 

 運用の継続性を重視した短期間で安全なオープン化 

 BCP サイトの構築（手法選択には関連性なし） 

 

(2) メインフレームから、オープン（Unix）への移行 

 

(3) オンラインはリビルド、バッチはリホストの 2 つの手法を選択 
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IV. 非機能要件 

 現行メインフレームシステムと同等の処理能力を持たせる。 

 信頼性を保持するために処理分散、2 重化などを図る。   

 基幹サーバは、24 時間 365 日の稼動を前提とする。（監視体制含む） 

 

V. 業務データ 

 主要マスタ類は約 1000 万件、ピークトランザクション件数は約 150 万件/H。 

 

VI. 保守状況 

 メインフレームの COBOL85 をベースとした、開発・保守環境にて、アプリケーシ

ョン保守を行っている。     

 現行システムの改修やレベルアップは、期初や期末など年に数回実施している。 

 

図 2.9 「現行システム調査結果報告書」の例 
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（ステップ 2）新システムの要求事項分析 

① 再構築の目的 

本ケースを本ガイドの再構築テーマの中から選定すると以下の 3 つ。（手順(1)） 

(a) システム運用のコスト削減 

⇒ 維持コスト削減 

(b) 基幹システムのメインフレーム保守契約満了 

⇒ ハードウェア、ソフトウェアの老朽化対応 

(c) オープン環境への要員のシフト 

⇒ 本ケースでは、要員不足対応と読み替える 

 

② 新システムへの要求事項の分析 

例題における以下の新システム要求事項とシステム化の目標を「各企業に固有な

課題、要求事項」としてステップ 2 の要求事項例と突き合わせ、ないものは追加す

る（手順(2)(3)）。 

 

「新システム要求事項」 

(a) 短期間で安全にオープン化する。（再構築期間は約 1 年 6 カ月） ⇒ 追加 

(b) 仮想化・分散処理技術などの新 ICT を活用する。 ⇒ No.16 

(c) 高性能かつ安価な機器を選定する。 ⇒ No.9 

(d) 現行運用が継続でき、内部統制へ影響を与えない方式を採用する。 ⇒ 追加 

(e) メインフレーム固有の入出力やインターフェースは、オープンでの代替方法

に見直す。 ⇒ 追加 

(f) 基幹システムを BCP 化し、業務継続性の確保を行う。 ⇒ 追加 

「システム化の目標」 

(a) 運用コストの低減 ⇒ No.4 

(b) オープンシステムにおける画面(JavaServlet/JSP)、バッチ(shell/オープン

COBOL)開発保守ノウハウの習得 ⇒ 追加 

(c) オープンシステムにおける、システム(OS/DB)運用ノウハウの習得 ⇒ 追加 

 

これらを再構築手法選択編のステップ 2 手順に沿って実施すると、以下のようになる。

なお、本ケースでは、再構築の目的に BCP サイトの構築（No.5）もあるが、手法選択に

は影響しないため優先度の設定からは除外している（次の計画策定段階で対応計画など

を検討する）。 
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（ステップ 4）再構築手法の決定 

① 投資と効果やメリット・デメリットの確認 

本ケースの再構築による効果と投資をあげると、以下のような内容になる。 

 

＜再構築による効果＞ 

 大幅なコスト削減 

 将来のクラウド化、サーバ統合、データベース統合などによる更なるコスト

削減の可能性 

 メインフレーム系技術者涸渇からの解放、オープン技術、パッケージ利用な

どによるシステム開発費の削減 

 業務、使途に合わせたスケーラビリティーの増加（BCP サイト構築）･･･（手

法選択には関連なし） 

 

＜再構築に必要な投資＞ 

 オープン系技術研修、作業体系の再構築 

 オンライン処理プログラムの組み換えを通じて新技術研修を実施する 

 サーバ系の開発ツールを導入し、開発・運営効率を確保する 

 

② 再構築リスクの共有 

 

＜本ケースにおける想定リスク＞ 

 スケジュールが短期間であり、本稼動時期の遵守が可能か（スケジュール

遅延リスク） 

 オンライン（リビルド）の開発品質、バッチ（リホスト）の資産変換品質

の確保(現行踏襲の充分性) 

 オープン運用技術の適用範囲と開発範囲からのコスト増懸念（アセンブラ

や運用代替機能の見極め） 

 大規模な再構築（リビルト＆リホスト）を行う上での技術リスク 
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③ 再構築手法の決定 

本ケースにおける再構築手法の決定に際して、共有した情報と主に協議した内容、

判断の根拠となった情報は以下であり、これを記録として残す。主な協議内容は以

下の通り。 

(a) 現行システムの調査・分析結果による、現状の認識合わせ 

(b) 新システム要求事項の優先度が再構築の目的と方向性が合致しているか、選

択した再構築手法と整合しているか 

(c) 再構築手法のメリット・デメリットや再構築への投資と構築後の効果 

(d) 再構築において発生しうるリスク要因の共有とリスクへの対応方針 

 

ステークホルダ間で共有した資料、記録として残す資料は以下の通り。 

 

(a) 現行システムの調査・分析（ステップ 1）の結果 

 現行システム調査結果報告書 

(b) 新システムの要求事項分析（ステップ 2）の結果 

 「表 2.7 再構築手法の候補選択評価（オンライン）」の新システム要求事

項一覧 

（注）ステップ 2 手順（4）のアウトプット 

(c) 再構築手法の選択（ステップ 3）の結果 

 「表 2.8 再構築手法の候補選択評価（バッチ）」の再構築手法の候補選択

評価 

(d) 再構築による投資対効果確認およびリスクの共有 

 再構築による効果と必要な投資 

 「表 2.9 再構築におけるリスク要因例」のシステム化リスク要因一覧 

(e) 再構築手法の決定とリスク共有会合の議事録 

 日時、場所、参加者（経営者、利用部門、業務部門、システム部門、ベン

ダ企業の代表者） 

 決定事項 

再構築の手法は、「オンライン業務はリホスト、バッチ業務はリホストを

採用する」 

 共有したリスク対応方針 

「表 2.10 再構築におけるリスク対応例」のシステム化リスク対応方針 

  

68

第
２
章



 

 

システム再構築リスクの共有と手法決定時の合意形成の場面イメージを図 2.14 に

示す。 

 

 

図 2.14 再構築手法決定会合の場面イメージ 
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第３章  計画策定編 
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インプット情報 

 「2 章 再構築手法選択編」ステップ 1～ステップ 4 のアウトプット情報 

 現行システムのシステム構成、業務、機能に関する情報 

 新システムの開発に利用する技術、製品に関する情報  など 

アウトプット情報 

 システム化計画に反映するリスク予防策の内容 

（具体的な内容は、後述の各観点の説明を参照） 

再構築手法選択編リスクとのマッピング 

「2.5 再構築手法の決定（ステップ 4）」で抽出したリスク「表 2.5 再構築におけるリス

ク要因テンプレート」の対応が計画策定編のどの観点に対応するかについて以下の図 3.3に

示す。 

なお、観点 A と H については、特定のリスク対応策のための観点ではないため、マッピン

グの対象外としている。 
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表 3.1 明確化対象となる要件の例（2/2） 

要件 内容 

非機能要

件 

性能 ・ バッチ処理実行時間 ※現行実行スケジュールで完了 

・ オンライン処理のレスポンス ※複数同時使用時も含む 

信頼性 ・ 冗長構成 

・ サーバ片系停止時の切り替え 

 

(2) 要件定義工程での明確化の計画 

（1）で明確化できなかった部分を解消するために、ベンダ企業などと協力して対象の

現行仕様を調査し、現行踏襲内容を明確に要件定義書に記載する。 

（現行仕様の調査は「3.5 現行業務知識不足への対応（観点 D）」参照） 

 

(3) 追加コスト・時間がかかる部分への対応判断のためのプロセス 

設計工程で検討の詳細化が進むにつれて、現行踏襲にあたっては追加コスト・時間が

必要となることが判明する場合がある。例えば、その場合、該当箇所の現行踏襲の重要

度とのトレードオフを考慮して対応を判断する必要がある。 

 

① 実施判断は意思決定プロセスに従う 

現行踏襲を追加コスト・時間をかけて実施するかどうかの判断は、意思決定プロセ

ス（「3.7 意思決定プロセスの策定（観点 F）」参照）で実施するものとする。判断

においては必ず利用部門のステークホルダを体制に含めておき、認識齟齬が発生

しないようにすること。 

対応方針としては、以下の表 3.2 に示す 3 通りが想定される。 

 

表 3.2 対応方針の例（1/2） 

対応方針（例） 対応を選択するシチュエーション 

現行踏襲しない 画面レイアウトやフォントの変更など、運用にあまり影響がない場合な

ど 

（例）現行システムの帳票で使用していたフォントは新システムでは使

用できないが、運用上影響がないため、新システムで利用可能なフォ

ントを採用した。 

現行踏襲しない 

 （運用を変更する） 

運用に影響はあるが、許容可能な範囲で運用を変更することで対応

可能な場合や、追加コスト・時間が許容できない場合 

（例）新システムでは現行システムとバックアップ・リカバリーの方式が

変更となるため、運用ジョブ・手順を変更した。 
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表 3.2 対応方針の例（2/2） 

対応方針（例） 対応を選択するシチュエーション 

コストと時間をかけて

現行踏襲を実現する 

外部システムとのインターフェース部分など、現行踏襲が実現され

なければ業務の継続が困難になる場合、かつ追加コスト・時間が許

容できる場合 

（例）帳票ソフトウェアの変更に伴い、新システムで出力する顧客向

け帳票のレイアウトが現行システムと異なることが判明したが、変更

に伴う影響が大きいことから現行レイアウトで出力できるようにカスタ

マイズを実施した。 

 

② 該当部分の早期発見への取組みを計画する 

プロジェクトへの影響を最小とするには、要件定義から設計工程までの設計レビュ

ーでの発見が最も効果的であり、まずはそちらに注力することが望ましい。 

しかし、試験工程で実際に実行してみないと発見できないものも存在する。それら

の発見時期を早めるには、現新比較試験などの現行踏襲を確認できるテストを早期

に実施することが効果的であると考えられる。 

そのため、プロジェクトへの影響が大きい「変えない」部分を中心に、現行踏襲を

確認可能なテストデータ・テストケースを早めにベンダ企業に提供しておき、テス

トの早期実施を可能とする対応を計画することが有効であるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現行踏襲内容は設計ドキュメントに仕様として明記 

 ユーザ企業内の各ステークホルダやベンダ企業との間で、現行踏襲内容に認識齟齬

が発生しないように、現行踏襲内容は必ず設計ドキュメントに仕様として記載し、その

内容を正とする旨を各ステークホルダで合意しておく必要がある。 

 

 レビュー・承認時の注意点 

 ユーザ企業側は主に設計ドキュメントのレビュー・承認を行うこととなるが、その記

載内容がすなわち現行踏襲内容となり以降のテストのよりどころとなるため、レビュ

ー実施と承認にあたっては責任を持って実施すること。 

 

 利用部門との認識齟齬を軽減 

利用部門に現行踏襲内容の確認を行っていたとしても、運用検証で利用部門が実物

を触る段階になって、「こんなはずではなかった」という認識齟齬が明らかとなるケー

スがある。その認識齟齬を軽減するために、現行踏襲内容が変更になる際の利用部門へ

のレビュー実施や、サンプルプログラム（プロトタイプ）の早期提供による使用感の確

認実施などの取組みをシステム化計画に組み込むことが有効である。 

ポイント！ 

82

第
３
章



 

 

タスクのアウトプット 

本タスクの実施により、システム化計画向けに期待されるアウトプットは以下の通り。 

(1) 現行踏襲内容の検討結果 

 現行踏襲を明確化した要件、仕様 

 現行踏襲が曖昧または不明なところはどこか 

(2) 追加コスト・時間がかかる部分への対応判断のためのプロセスの検討結果 

 意思決定プロセス体制 

 早期発見のための対応計画 

(3) 利用部門との認識齟齬軽減のためプロトタイプ早期提供などの計画 

見積りに反映すべき項目 

本タスクで見積りに反映すべき項目は以下の通り。 

 企画工程以降での現行踏襲内容を検討するタスク 

 決定した現行踏襲内容の実現にかかるプロトタイプ検証などのタスク 

 策定した意思決定プロセスを遂行するためのタスク（「3.7 意思決定プロセスの策

定（観点 F）」の見積りに反映すべき項目と共通） 
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タスクの内容 

(1) 活用方針の検討（ドキュメント系資産） 

現行システムのドキュメント資産について、新システムの開発に活用可能な範囲を決

定する。 

ソースコードと同期しており、記載内容が充分な現行ドキュメントが存在する場合、

可能な限り活用し、設計作業のボリュームを削減する。 

上記のような現行ドキュメントが存在しない場合、まずは現行ドキュメントの整備が

必要である。 

（「3.5 現行業務知識不足への対応（観点 D）」参照） 

 

① 活用の定義 

以下を「活用」と定義する。 

 仕様部分の記述はそのままに、ヘッダ部分などの修正のみで新システムのド

キュメントとして現行ドキュメント資産を流用すること 

 若干の非互換による修正は予想されるが、作業ボリューム削減のため、現行ド

キュメント資産をベースとして流用すること  

 

② 検討対象の資産 

プロジェクト状況により対象は異なるが、図 3.6 に示す。 
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タスクのアウトプット 

本タスクの実施により、システム化計画向けに期待されるアウトプットは以下の通り。 

 再構築手法に応じた現行資産（ドキュメント系資産・実装系資産）の活用方針 

見積りに反映すべき項目 

本タスクで見積りに反映すべき項目は以下の通り。 

 現行資産（ドキュメント系資産・実装系資産）の活用方針に従って発生する追加タ

スク 

  

不要・未稼働資産を資産から排除 

 リホスト・リライトの場合、対象資産から不要／未稼働資産を排除しておくことが

望ましい。不要／未稼働資産が開発対象に残ったままとなると、開発工程の全てに渡

って余分なコストが発生するだけではなく、試験工程では現行システムを稼働できず、

正解のないテストを実施することとなる（リビルドは、要件定義に伴い不要部分は明

らかにされるため、検討不要）。 

ポイント！ 
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② 有識者不足への対応 

不足している範囲に対し、カバーする有識者を運用部門や現行システム開発時の

メンバなどの中からアサインする。 

 

 

図 3.10 有識者のカバー範囲のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 整備不可部分の判断は意思決定プロセスに従う 

（1）で整備できない現行業務知識の不足部分に対して、どのように開発を進めていく

のかという「判断」が必要となる場合がある。それに備え、不明部分の判断は意思決定

プロセス（「3.7 意思決定プロセスの策定（観点 F）」参照）で行うよう、企画工程で事前

に定めておくことが重要である。 

【判断の対象となる主な事例】 

 要件定義時に現行仕様が不明な場合 

 現新比較テストで出力結果が不一致となったが、現行要件が不明で正解がわから

ない場合 

Ａ業務 Ｂ業務 Ｃ業務

有識者1

有識者2

有識者3

有識者4

 有識者の質は要確認 

アサイン対象の有識者が、期待する範囲／レベルの現行業務知識を有しているか

必ず確認すること。 

 

 有識者の担当範囲の規模に注意 

各有識者が担当する範囲が大きくなり過ぎないように留意すること。担当範囲が

適切な規模を超えると、作業過多となり有効に機能しなくなり、ボトルネックと

なる可能性がある。有識者は適切な一定規模を担当範囲とし、それを基準に必要

な人数を計画・準備すること。 

 

 プロジェクト終了後について検討することも重要 

再構築プロジェクトの終了後、プロジェクトを通じて得た知識やノウハウが再び

失われていくリスクを軽減するための対策を検討することも重要である。 

ポイント！ 
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タスクのアウトプット 

本タスクの実施により、システム化計画向けに期待されるアウトプットは以下の通り。 

 現行業務知識不足への対応計画 

見積りに反映すべき項目 

本タスクで見積りに反映すべき項目は以下の通り。 

 現行業務知識不足への対応について計画されている追加タスク 
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3.6  品質保証の検討（観点 E） 

目的 

再構築の品質保証は、新規開発に比べて容易とみなされがちであり、現行システムで動作

しているアプリケーションを変換しているのだから設計の確認は省略してテストさえすれ

ばよいと考えたり、ともすればテストもほとんど必要ないと考えられたりすることがある。

実際には、再構築でも品質を確保するためには、各工程で品質保証の施策を行って品質を積

み上げる必要がある。 

再構築の品質保証では新規開発と異なり、「業務継続性の担保」が求められることに特徴

がある。しかし、どういう状態になれば業務が継続できると言えるのか、どういう確認をど

こまで行えば業務継続性を担保できると考えるかは、業務の重要度やステークホルダによ

って異なる。また再構築プロジェクトに掛けることができる予算や期間によっても左右さ

れる。 

そのため本節では、「業務継続性の担保」を実現するための、再構築のプロセス全体を通

じた品質保証の取組みを検討する観点について説明する。 

業務継続性とは 

ここでの「業務継続性」とは、システムの可用性のことではなく、現行で行っていた

業務や業務運用（以下、業務）を新システムでも継続して実施できる度合いのことを指

しており、求められるのは、「業務プロセスが変わらない」ことである。具体的には、「操

作性、帳票の出力される時間、レイアウト、性能、時間内に処理が終わる」といった目

に見える要件（外部仕様）が担保されることである。 

「業務継続性の担保」の実現にあたっては、問題となりやすい点が 2 点ある。 

 

1 点目は、「業務継続性」を目に見える要件からシステム要件に落とし込む際、どうい

う状態になれば業務が継続できる状態であると言えるのかが、業務の重要度や、ステー

クホルダ（ユーザ企業やベンダ企業、ユーザ企業の中でもシステム部門や利用部門など）

によって異なることである。 

例えば、「日次処理 A が現行と同様に実施できること」が業務継続性の一条件である場

合、これを噛み砕くと、以下のようになると考えられる。 

 日次処理 A の入出力が現行で動作した場合と同じであること 

 処理時間（時間帯）が所定の時間内に行われること 

（しかし、以下のような詳細なレベルを期待する場合も考えられる） 
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② 製造工程での取組み方針を検討する 

再構築に特有な取組み観点はないため、説明を省略する。 

 

③ 試験工程での取組み方針を検討する 

(a) 確認観点 

再構築手法ごとに、「①要件定義～設計工程での取組み方針を検討する」の「(a)

確認観点」と同様の観点がある。加えて、いずれの手法でも、業務全体として現

行通り動作することを確認する必要がある。 

(b) 確認手段 

試験工程での確認手段であるテストについて、以下 2 点を検討する。 

 テストの種類 

 テストの完了基準 

 

テストの種類 

どのようなテストをどの程度実施するかの方針を検討する。再構築手法ごと

に必要となるテストは異なるが、アプリケーションの観点で見ると、一般的に

表 3.5、表 3.6 のようになる。 

 

表 3.5 再構築手法別のテストの種類（アプリケーション観点） 

再構築手法 テストの種類 

非互換 

パターンテスト

（アーキテクチャ

変更） 

非互換 

パターンテスト

（言語変換） 

現新比較 

テスト 

設計に基づく

テスト（新規

開発と同様） 

サイクル

テスト 

ハードウェア

更改 
○ － － － ○ 

リホスト ○ － ○ － ○ 

リライト ○ ○ ○ △ ○ 

リビルド － － △ ○ ○ 

＜凡例＞○：必須、△：必要に応じて実施、－：基本的になし 
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表 3.6 再構築手法別のテストの特徴 

再構築手法 アプリケーション観点でのテストの特徴 

ハードウェア

更改 

・ 基本的にアプリケーションの変更は発生しないことから、新ハードウェアでの

動作確認のためにサイクルテストを実施する。 

・ OS やミドルウェア製品のバージョン変更による製品非互換への対応でアプリ

ケーションの修正が発生する場合、非互換パターンテストが必要となる。 

リホスト ・ OS やミドルウェア製品の変更やアーキテクチャ変更に伴う非互換によるアプリ

ケーションの修正に対して、非互換パターンテスト、現新比較テストを行う。 

・ 業務要件が満たされているかを確認するため、サイクルテストを行う。 

・ OS やミドルウェア製品の機能差異を補完するための制御アプリケーションの

作り込み部分に対しては、制御アプリケーション自体のホワイトボックステ スト

を実施した後、業務アプリケーションと結合し、業務としての動作を現新比較

テストやサイクルテストの中で確認する。 

リライト ・ リホストとほぼ同様のテストに加え、言語変換に伴う非互換も発生するため、そ

の確認の非互換パターンテストが追加となる。 

・ また、言語変更により新規に作成したアプリケーションについては、設計に基

づくホワイトボックステストも必要となる。（表 3.6.3.1 の「△」） 

リビルド ・ 業務アプリケーション、制御アプリケーションともに、業務要件に基づき再設計

するため、新規開発と同様に、設計に基づくホワイトボックステストで品質を積

み上げる必要がある。 

・ それに加え、業務要件が満たされているかを確認するため、サイクルテストや

必要に応じて現新比較テスト※を実施する。 

※リビルドは設計に基づくテストを行うが、実際には現行要件が再現できているかを確認するた

めに、設計に基づくテストの一部やサイクルテスト結果について、現行との比較を行うことがあ

る。（表 3.5 の「△」） 

 

 

各テストの実施内容は表 3.7 の通り。 

 

表 3.7 各テストの実施内容（アプリケーション観点）（1/2） 

テストの種類 実施内容概要 

非互換パターン

テスト 

アーキテクチャ変更や言語変換に伴う非互換パターンごとに、非互換対応

が期待通りに実現しているかを確認する。 

※アプリケーションの変更は、変換ツールや開発者の手修正により実施されるが、それら

の変換の妥当性が担保されていることが前提となる。 
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表 3.7 各テストの実施内容（アプリケーション観点）（2/2） 

テストの種類 実施内容概要 

現新比較テスト 同一インプットで、現行システムと新システムのアウトプットが一致、または不

一致かを確認する。 

ただし、以下の留意点が存在するため、テスト範囲・テスト内容・検収条件を

明確にすること。 

・ 現新比較テストは設計仕様に基づいた全ルートテストではないた め、網

羅性を保証することはできない。 

・ 新規開発の品質評価基準は使えない。 

サイクルテスト 業務全体を通して要件通りに動作するかを確認する。 

リビルド以外の手法で非互換部分のみを修正している場合であっても、それ

により業務処理全体に影響が発生していないかを確認するために、本テスト

の実施は必要。 

設計に基づくテ

スト 

新規開発と同様に、設計書を正とし設計書の記載内容が実現されているか

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テストの完了基準 

検討したテストの完了基準を明確にする必要がある。完了基準が曖昧なま

まであると、完了の判断をすることができず、テストを際限なく実施すること

となり、いつまでも完了できない事態に陥る場合がある。特に現新比較テスト

でそのような事態になることが多い。そのため、ユーザは業務継続性を担保で

きる要件を定量的な基準として定めた上で、基準を満せばテスト完了となるよ

うに、テスト実施前に完了基準を明確に決めて各ステークホルダと合意してお

く必要がある。 

システム方式、運用方式の確認も忘れずに 

上記のテストはアプリケーションの視点で示しているが、システム方式、運用方式を

含む非機能面は新規開発と同様のテストにより品質確認する必要がある。 

また、作り込み部分単体の品質確認だけではなく、業務処理として現行要件を満たして

いるかを確認する必要があり、システムテストや運用検証の確認観点とすること。例え

ば、ファイル転送の機能自体の確認は単体テストや結合テストで実施するが、現行シス

テムと同じタイミングでファイル転送されるかについては、リホスト／リライトでは

現新比較テストで、リビルドではシステムテスト以降での確認となる。 

ポイント！ 
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④ リリース後のリスク対策 

設定したテストでは確認していない処理や、特定のデータバリエーションでのみ

発生する潜在バグが、稼働開始後に顕在化する可能性は存在する。そのような場合

に備え、表 3.8 のようにあらかじめリスク対策を検討しておくことが望ましい。な

お、リスク対策については、意思決定プロセスにて各ステークホルダの合意を得て

おく必要がある。 

表 3.8 リスク対策の例 

対策 概要 注意点 

並行稼働 一定期間、現行システムと

新システムの両方で同一オ

ペレーションを実施し、故障

を洗い出す。 

・ 利用部門の負担が増加するため、利用

部門がどれほど並行稼働を許容可能か

要確認。 

・ 現行システムの EOL、EOS の期限内で

実施可能か要確認。 

故障対応体制

／マニ ュア ル

整備 

故障が発生した場合に迅速

に対応できる体制を事前に

整備しておく。 

・ 試験工程に新システム運用担当を組み

込んでおく、または開発要員を運用担当

として残すよう計画するなど、プロジェクト

実行中の準備が必要。 

段階的リリース 単一システムを複数の拠点

にリリースする場合に、全拠

点一括ではなくいずれかの

拠点に先行リリースし、問題

なく稼動することを確認した

後に残りの拠点もリリースす

ることで、リリース直後のトラ

ブルの影響範囲を限定的

にする。 

・ 段階的リリースの目的を明確にし、目的

に応じたリリース時の確認や先行リリース

対象を選択することが必要。 

 (例） 

・ 拠点の規模のバリエーションを確認した

い場合、大中小それぞれの拠点を対象

にする。 

・ 特定の業務に注意が必要な場合、当該

業務を実施する拠点を対象にする。 

タスクのアウトプット 

本タスクの実施により、システム化計画向けに期待されるアウトプットは以下の通り。 

 各工程の品質保証の取組み方針 

見積りに反映すべき項目 

本タスクで見積りに反映すべき項目は以下の通り。 

 各工程での品質保証の取組み 
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タスクの内容 

(1) 意思決定プロセスの策定 

① 意思決定対象となる再構築特有の課題 

再構築プロジェクト特有の、意思決定が必要となるような課題（表 3.9 の「リスク

対策の計画段階の課題」および「リスク対策の実行段階の課題」）が存在する。主

にプロジェクトの品質・コスト・納期に影響するものである。表 3.9 に例を示す。 

 

表 3.9 意思決定対象の課題例 

No 分類 課題例 

1 リスク対策の 

計画段階の課題 
現行仕様の復元が困難な部分に対しての方針決定 

2 リスク対策の 

実行段階の課題 

当初選択した再構築手法の見直し 

3 計画時はテストに必要なデータ（比較元）をユーザ企業側で準備する想定だ

ったが、実際には準備不可と判明 

4 計画時はテスト実施時期に接続先システムのスケジュール確保が可能であ

る見込みであったが、実際には確保困難であることが判明 

 

② 意思決定プロセスの体制 

意思決定対象となる課題の質によって、適切な体制の意思決定プロセスを策定す

る必要がある。例えば以下「③その他留意点」のように、プロジェクトの納期・コ

スト・品質に関わるような重要課題に対してはユーザ企業・ベンダ企業双方の、プ

ロジェクトに関わるマネージャクラス・役員を中心とした体制を策定し、ユーザ企

業側を主体として意思決定を行うものとする。 

 

③ その他留意点 

意思決定プロセスの策定にあたって、以下の点に留意すること。 

 決定内容の証跡を残す 

意思決定プロセスにおける決定内容は、ユーザ企業とベンダ企業の合意内容

であり非常に重要であるため、必ず証跡を残すこと。 

 

 意思決定プロセスの設置ができない場合 

意思決定プロセスを事前に設定する調整がステークホルダの間で難航するケ

ースも考えられる。その場合、意思決定プロセスがあらかじめ決められていな

いことによるリスクをステークホルダ間で合意し、必要な際には速やかに対

応できるようにすることが望ましい。 
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タスクのアウトプット 

本タスクの実施により、システム化計画向けに期待されるアウトプットは以下の通り。 

 意思決定プロセスについての策定結果をドキュメント化したもの。 

（例）会議体体制図、意思決定対象基準 

見積りに反映すべき項目 

本タスクで見積りに反映すべき項目は以下の通り。 

 策定した意思決定プロセスを遂行するためのタスク 
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3.8  データ移行の計画（観点 G） 

目的 

データ移行は、アプリケーションや試験工程に影響を与えるため、計画の検討が遅いとプロ

ジェクトの全体計画やコストにまで多大な影響を及ぼす可能性がある。検討すべき確認事

項を明確にし、開発と並行して実施する計画を早期に立てることが重要である。早期に計画

を立てなくてはならない理由は以下の通りである。 

 

準備に時間がかかるため 

データ移行は、移行対象やレイアウトなどユーザが事前に確認すべき観点が多く、

データクレンジングも必要となるため、準備に手間や労力を要し、時間がかかる。ま

た、作業項目が多いゆえに確認漏れによる問題が発生しやすい。 

例えば、文字コードのマッピングを実施する際、レイアウトの確認を実施していな

いとレコードの中のカラムのレイアウトが変わっていることに気付かないまま実行

し、データ移行に失敗する場合がある。これは確認漏れが原因であるが、こうした確

認すべき観点は計画に盛り込むことが重要である。 

また、想定外の問題も起こり得るため、問題が発生した場合の解消期間も計画に盛

り込む必要がある。この作業に時間を要するため、早期に計画を立てないとプロジェ

クト完了の遅延やコスト増を招く。 

 

移行したデータを試験工程で使用するため 

テストでは、移行した実際の業務データを使用する場合があるため、データ移行が

完了していないとテストの開始に影響が及ぶ。 

  テストの開始前にはリハーサルとしてクレンジングされたデータを検証環境に移行

する作業や、場合によっては移行できなかった不整合データの修正、データ移行リハ

ーサルの再実施などが発生する。 

また、サイクルテストで新旧データの確認を実施する場合は、現行システムのデー

タを事前に用意しておく必要がある。例えば、1 年間のデータを日回しする場合、そ

の分のデータを 1 年前から用意しておかなくてはならないため、早期の検討が必要と

なる。 
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タスクのアウトプット 

本タスクの実施により、システム化計画向けに期待されるアウトプットは以下の通り。 

 データ移行実施計画書  

見積りに反映すべき項目 

本タスクで見積りに反映すべき項目は以下の通り。 

 データ移行実施計画書で計画されているタスク 

  

 データ移行で必要な確認観点の項目を早期に抽出すること 

データ移行は多種多様な作業が発生するため、確認観点を洗い出しベンダ企業の協

力が必要なところは合意をしておく必要がある。 

 

 問題が発生した際の解消期間も計画に盛り込むことが必要 

データ移行による問題は開発の終盤で顕在化するため、解消期間も計画に盛り込む

べきである。 

 

 試験工程までにデータ移行が完了していること 

試験工程で現行踏襲を確認するためにはサンプルデータではなく、実際の業務デー

タでテストを実施すべきである。そのため、試験工程に入る前に移行データが揃えら

れるように計画することが重要である。 

ポイント！ 
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タスクのアウトプット 

本タスクのアウトプットは以下の通り。 

 システム化計画 

 再構築の概算見積り  
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3.10 ケーススタディ 

はじめに 

本章の使い方の参考として、システム化の企画段階における例題に基づいたケーススタ

ディを示す。  

企画工程で特に重要なポイントになる「現行踏襲内容の明確化」、「品質保証の検討」に

ついて、再構築手法選択編と同じ例題を用いて、ケーススタディを示す。  

本ケースを各企業の状況に置き換え、企画工程でのシステム化計画策定の参考にされた

い。 

  

【ケーススタディの概要】（再掲） 

大規模な基幹システムを短期間で再構築する場合の手法選択のケーススタディで、

最終的に以下の(1)～(3)の内容で開発が進められた。 

 

(1) 「システム運用のコスト削減を目的として、基幹システムのメインフレーム保守

契約満了を期に、現行システムの資産・運用・ハードウェアをオープン化」 

 

～再構築の目的～ 

 運用コストの削減 

 オープン環境への開発要員のシフト 

 運用の継続性を重視した短期間で安全なオープン化 

 BCP サイトの構築 

 

(2) メインフレームから、オープン（UNIX）への移行 

 

(3) オンラインはリビルド、バッチはリホストの 2 つの手法を選択 
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本ケースでは、以下のような前提である。 

 現行システムの操作マニュアル、および設計ドキュメントは存在するが最新化さ

れていない。（再構築手法選択編 2.6 ケーススタディ「(ステップ 1)現行システム

の調査・分析のⅡ.業務知識」の調査結果より、図 3.18 の各ギャップあり） 

 ユーザは、動作している現行システムと同じであることを想定している。ただ

し、なんでもかんでも現行踏襲ではなく、新しいプラットフォームや開発環境に

より現行と変わる場合や単純に移行できないものは、変わる内容を明確にして、

必要な作り込みなどを行った。最終的な運用検証で、ユーザが運用を習熟・習得

し、業務継続を確保することで、合意形成した。 

 

① 企画工程での明確化 

再構築手法決定段階では現行システムの調査・分析、新システムへの要求およびリス

ク対応方針の結果が存在する。さらに、図 3.18 「現行踏襲」の拠り所のイメージ図に

記載されたギャップについては、ステークホルダ間で認識合わせを行う。それぞれの結

果を踏まえて、企画工程での再構築方針を定める。本ケースでの方針を以下に示す。 

 

(a) バッチ業務は、動作している現行プログラムのソースコードを活用、流用して現

行仕様の再現性を高める再構築（リホスト）を行う。 

 

(b) オンライン業務は、現行ドキュメントは活用、流用せず、動作している現行画面

等を調査し、業務担当へ仕様のヒアリングを行い、設計書を作成した後にオープ

ン開発環境にてアプリケーションを再構築（リビルド）する。これにより、オー

プン環境へのスキルシフトを図る。 

 

(c) プラットフォームの変更や単純に移行できないもの（例：ISV 製品の変更によっ

て影響を受ける運用や非機能要件など）は、次の要件定義～設計段階で変わる内

容を明確にし、運用・基盤構築に必要な作り込みを行い、運用検証をすること

で、ギャップを埋める。 
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③ 追加コスト・時間がかかる部分への対応判断のためのプロセス 

リスク対応方針などから、追加コスト・時間が必要になり対応判断が求められるリ

スクを想定し、QCD の観点で意思決定プロセスを計画する。 

 

本ケースで意思決定をはかった内容 

(a) 安定して運用できるようにするため本稼動を延伸するか否か、本稼動時期の判

断。 

  【D:デリバリ】 

 

(b) 運用機能についての開発費用は、工程毎に調整する（要件定義以降の増減）。 

【C:コスト】 

 

(c) 追加コストやスケジュールに影響する、次工程に進むか否かの判断。 

 

なお、本ケースでは、週 1 回の各グループ会で検討し、隔週のプロジェクト会

議で調整のうえ、月 1 回のステアリングコミッティに上程し、意思決定をはかる

こととした。なお、体制を検討する上では、「3.7 意思決定プロセスの策定（観点

F）」のタスクの内容「②意思決定プロセスの体制」を参考にした。 
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第４章  事例編 
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はじめに 

事例編で紹介する各社の取り組み・サービスについて、本編との関連を以下の表に示す。 

 

表 4.1 各社事例と本編との関連 

No 本編との関連 事例タイトル 

1 第 2 章 

再構築手法選択編 

4.1 再構築手法選択編の事例 

株式会社 NTT データ 

2 4.2 再構築手法選択編の事例 

富士通株式会社 

3 4.3 再構築手法選択編の事例 

株式会社 日立製作所 

4 4.4 再構築手法選択編の事例 

日本電気株式会社 

5 第 3 章 

計画策定編 

4.5 計画策定編「現行踏襲内容の明確化（観点 B）」の事例 

富士通株式会社 

6 4.6 計画策定編「現行資産活用方針の検討（観点 C）」の事例 

日本電気株式会社 

7 4.7 計画策定編「現行業務知識不足への対応（観点 D）」の事例 

株式会社 ソフトロード 

8 4.8 計画策定編「品質保証の検討（観点 E）」の事例 

株式会社 NTT データ 

9 4.9 計画策定編「意思決定プロセスの策定（観点 F）」の事例 

東京海上日動システムズ株式会社 

10 4.10 計画策定編「再構築の計画と見積り（観点 H）」の事例 

株式会社 日立製作所 

11 4.11 計画策定編「再構築の計画と見積り（観点 H）」の事例 

JFE システムズ株式会社 

 

（※）各事例の構成は統一せず、事例ごと固有の構成にしている。また、各社の固有用語で記載している

ことから、本編と意味合いが異なる場合がある。 
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4.1 再構築手法選択編の事例 

株式会社 NTTデータ 

取り組み背景 

システム再構築プロジェクトにおいて再構築手法の正しい選択がプロジェクト成功の鍵

を握っている。再構築手法の選択を誤ると、システムに求められる要件や品質を満たせず、

手戻りが発生する。結果として大幅なコスト超過やプロジェクト延伸といった問題に直面

することとなる。 

再構築手法の選択の難しさは、「現行システムの状態、新システムに求められる要件や品

質、コスト・要員の制約などによって適切な手法が変わる」ことに起因する。ゆえに各再構

築手法の特徴を理解し、プロジェクトやシステムの状態を調査したうえで総合的に判断す

る必要がある。適切な再構築手法の選択するための重要なポイントは 2 点ある。 

 

 各再構築手法を選択した場合の重大なリスク（開発難易度が著しく高くなる）要素

を評価する。 

 プロジェクトとして重視したい要素（品質、コスト、期間など）から各再構築手法

の適切さを評価する。 

 

 本事例では、ユーザ企業が再構築手法を総合的に判断するための支援として取り組んで

いる「再構築手法診断サービス」について紹介する。 

本編との関連 

再構築手法選択編「2.2 現行システムの調査・分析（ステップ 1）」～「2.5 再構築手法

の決定(ステップ 4)」と関連する。 

再構築手法診断サービス 

(1) 概要 

「再構築手法診断サービス」とは、ユーザ企業が適切にシステム再構築手法を判断す

るために現行システムや要員スキルなどの評価を行うサービスである。新システムに求

める要件も加味し、各再構築手法を選択した場合のリスクやコストを洗い出すことで適

切な再構築手法を選択するためのサポートを行う。 
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システム区分 ： バッチシステム 

言語区分   ： オープン COBOL 

システム規模 ： 約 500KStep 

基盤     ： メインフレーム 

 

(2) 実施内容 

① ヒアリング 

ヒアリングの結果、本プロジェクトは優先順位の高い順に以下の制約があると分か

った。 

(a) 開発コストが予算内に収まること 

(b) 保守コストが可能な限り低くなること 

(c) 10 年の運用で投資コストの 80%が回収できること 

上記の要求と次工程で調査する現行システムの状態から再構築手法を選択していく。 

 

② 現行システムの調査・分析 

本事例では各再構築手法のリスクを評価するとともに、コスト重視の調査を行う必

要がある。そこで開発・保守コストに影響する要素として「ドキュメント網羅性・信

頼性（仕様の再定義・保守工数に影響）、プログラム複雑性（再設計・テスト工数に

影響）、非互換（リホスト時の製造工数に影響）」などを調査した。 

 

表 4.1 本事例における調査内容 

No 調査 指標 説明 

1 ドキュメント資産

分析 

網羅性 システム全体のうち仕様が明記されているレベルを評価 

信頼性 記述された仕様の信頼レベルを評価 

2 プログラム資産

分析 

規模 母体規模を評価 

アーキテクチ

ャ構造 

アーキテクチャ構造の複雑さ・保守し易さを評価 

複雑性 業務仕様の複雑さを評価 

可読性 プログラムの読み易さを評価 

クローン率 コードクローンを RSA 率で評価 

3 非互換分析 非互換 プラットフォーム変更による修正内容と修正量を評価 

4 ステークホルダ

分析 

有識度 システム仕様を再定義可能な要員の有無と数を評価 

※特にユーザ企業と現行保守要員を評価 

5 保守生産性分

析 

保守プロセス 保守プロセスの全体像と生産性を評価 
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③ リスク評価 

②で現行システムの調査・分析をもとに、各再構築手法についてリスク評価を実施 

した。結果は以下の表 4.2 に示す通り、本案件でのリビルドの選択は、リスクが高い

ため選択肢から外すことにした。残りの再構築手法については④コスト見積りで 10

年間の費用対効果を調査し、比較することとした。 

 

表 4.2 各再構築手法のリスク評価結果 

 再構築手法 

リビルド リライト リホスト ハードウェア 

更改 

評価 × △ △ ○ 

備考 ・ 業務仕様把握が困

難 

・ 再構築が必要な仕様

が多い 

→コスト面や開発工程

手戻りのリスクが高い 

・ 現行プログラムか

ら処理仕様を流

用できる 

・ 特殊な開発言語

なし 

→選択可能 

・ リリース条件（テ

ストの完了条

件）を設定可能 

 

 

→選択可能 

リスクなし 

 

 

 

 

→選択可能 

 

④ コスト見積り 

②で説明した開発・保守コストに影響する要素の調査結果より、開発・保守コスト

の確度を再構築手法の選択を誤らない（明確に差別化できる）レベルまで高めた。ま

た、見積った開発・保守コストをもとに各再構築手法を選択した場合の 10 年間の費

用対効果を算出した。 

その結果、本プロジェクトでは・開発コストが安く、10 年後の費用対効果が最も高

いのはリホストであることが分かった。 

 

⑤ 報告 

本案件では①で示した（a)、（b)、（c）の制約を満たしたのがリホストのみであっ

たため、リホストを選択することとした。また、ユーザ企業の新システムの運用方針

も考慮し、リホストの方法としてはオープン環境への移行が最も適すると判断した。 

 

(3) 適用効果 

再構築手法診断サービスを適用した結果、現行システムの状態の把握を経て、ユーザ企

業が再構築手法を選択するための情報をご提供することが可能となった。また、選択した

再構築手法のリスクが明確化され、適切な開発の工程定義も実施可能となった。 

  

×：リスク高／△：リスク回避可能／○：リスク低 
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4.2 再構築手法選択編の事例 

富士通株式会社 

取り組み背景 

長期に渡り運用・保守してきたシステムが肥大化・複雑化し続け、既存情報システムが業

務の硬直化を招き、イノベーションを阻害する要因になりつつある。このため情報システム

のモダナイゼーションが喫緊の課題となっている。富士通はインフラのみでなく、アプリケ

ーションを含めたシステム全体をモダナイゼーションするサービスを提供している。 

本事例では、モダナイゼーションの第一歩である現行システムの状況を分析のうえ正確

に把握し、モダナイゼーションに向けた課題を抽出するアプリケーション資産分析サービ

ス（ソフトウェア地図によるアプリケーションの見える化）の事例を紹介する。 

本編との関連 

再構築手法選択編「2.2 現行システムの調査・分析（ステップ 1）」と関連する。 

アプリケーション資産分析サービス 

(1) 概要 

当社では、お客様システムの保守品質・保守コスト改善に向けたスリム化や、次期シ

ステム構築を効率的に実施することを目的として、アプリケーション資産を分析のうえ、

地図形式で表現した『アプリケーションの見える化』診断を提供している。ソフトウェ

ア地図によるアプリケーションの見える化により、お客様システムのアプリケーション

資産の複雑度、肥大化度などの傾向をつかむことができる。 

これにより、お客様の課題に対する施策検討など、再構築時のお客様システムの改善

活動に役立てることが可能である。 

 

(2) 取り組み内容 

① ソフトウェア地図によるアプリケーションの見える化 

アプリケーションの構造分析から、ソフトウェア地図と呼ぶ直感的に理解できる 3D

地図形式で表現し、アプリケーションの全体像や問題箇所を見える化する。この分析を

行うことで、調査対象の資産や再構築対象を絞り込むことが出来る。 

富士通が独自に開発した「ソフトウェア地図」は、一つひとつのプログラムをビルに

見立て、プログラム単体の複雑度をビルの高さで表現し、2 次元平面上に配置する。（図

4.2 ソフトウェア地図のイメージ） 

アプリケーションの全体構造は、ブロック（街区）を形成して、ビル間の距離で表現

する。さらに、設計情報からプログラムを分類、グループ化し、サブシステム毎に色付

けし見やすくする。 
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【現行システムの保守・運用での課題抽出】 

 アプリの複雑度の傾向をつかみ、保守の容易性や次期システム構築の難易度

の感覚を押さえたい。 

 現状のアプリの資産状況が全く見えていなので把握したい。 

 アプリの保守性が悪い（保守費が大きい）ため、原因を探りたい。 

 

適用事例 

次期システム再構築に向けて、現行システムの資産調査と現行資産の活用方針策定に本

サービスを適用した事例である。 

 

＜お客様の課題＞ 

システム再構築にあたり、できるだけ現行資産を活用したい。 そのために、現行資産

の活用についての判断材料が欲しい。 

 

＜サービス適用の狙い＞ 

ソフトウェア地図を用いたアプリケーション資産分析で、再構築に向けての現行資産の

活用を判断する。 

 

＜適用ポイント＞ 

プログラムやプログラムの管理状況を評価し、活用の判断材料とする。 

 プログラムの稼働／未稼働を確認する 

 段階移行を検討する際のプログラムの切り出し単位を明確にする 

 プログラムの保守性を評価し、次期システムでの活用可否を判断する 

 移行難易度を評価する 
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適用事例 

次期リプレース開発提案に向けて業務仕様可視化サービスを用い、現行システムに関連

する業務の洗い出しを実施した事例である。 

 

＜お客様の課題＞ 

お客様の課題は以下の 2 点である。 

 業務の洗い出し漏れがないか確認のために現行業務とシステムとの関係が俯瞰でき

る業務仕様書類が欲しい 

 他ベンダが管理している業務とのインターフェース部分を見えるようにしたい 

 

＜実施内容＞ 

これらの課題に対して、システム機能階層図、業務機能階層図、業務フロー図及び外部

インターフェース一覧の 4 種類の仕様書を作成し、主要業務と主要業務に関与するシス

テム間のインターフェースの可視化を実施した。 

図 4.9 に成果物のイメージを示す。 

 

＜実施結果＞ 

実施した結果、以下のような効果があった。 

 システムと業務の関連が一目瞭然になった。 

 業務に絡むシステム間のインターフェースが見えるようになり、関連が分かりやす

くなった。 

 お客様が別途実施している業務の洗い出し結果の抜け盛れチェックができるように

なった。 
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4.4 再構築手法選択編の事例 

日本電気株式会社 

取り組み背景 

企業は、経済成長率が低迷する中、事業効率化をサポートする SoR(System of Record)

の安定性や保守レベルを維持しつつ、新事業創出・事業変革を支える SoE(System of 

Engagement)の開発へ ICT 投資をシフトすることが急務となっている。しかし、長い時間

をかけて作り上げられた SoR は、開発・保守要員の高齢化や退職、設計書の欠損やソース

コードとの乖離などが原因で、保守コストや品質低下リスクが増えている。 

既存資産の解析により資産の主要構造を見える化し、既存システムの構造理解の手助け

をするとともに、資産間の関係情報より資産改修時のリスクを低減する仕組みが必要であ

る。 

本事例では、その取り組みを紹介する。 

 

本編との関連 

再構築手法選択編「2.2 現行システムの調査・分析（ステップ 1）」と関連する。 

 

業務アプリケーションの可視化／診断 

(1) 概要 

アプリケーション資産の全体像から、定義体のデータ項目、オンライン／バッチ資産

の構造、資産間の引用・利用関係の把握と、段階的かつ、多角的な資産の把握を行って

いる。 

 

(2) 取り組み内容 

取り組み内容としては、以下の 2 点がある。 

① 資産可視化 

② 資産診断 
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適用事例 

次期システム再構築提案に向けて、現行システムの業務仕様の可視化および課題箇所の

抽出を実施した事例である。 

 

＜お客様の課題＞ 

 設計書の欠損によりブラックボックス化した業務仕様を明確にしたい 

 ソースコード中の冗長な部分、およびスパゲッティ化した箇所を削減したい 

 

＜適用の効果＞ 

 資産可視化により、アプリケーションの構造を俯瞰レベルから詳細レベルまで追跡可

能となり、業務仕様の把握が容易となる。 

 稼働統計情報からアプリケーションの動作履歴を分析し、一定期間動作していないア

プリケーションを再構築対象から除外することができる。 

 類似資産の診断により、クローンコード化したアプリケーションの集約を図ることが

できる。 

 メトリクスの診断により、複雑化・難読化したソースコード部分の把握が容易となる。 
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4.5 計画策定編「現行踏襲内容の明確化（観点 B）」の事例 

富士通株式会社 

取り組み背景 

国内企業の情報システムを取り巻く環境は、社会構造の複雑化や技術の革新により、大

きく変化している。一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会が発行した「IT 投資動

向調査 2016」の調査結果によれば、IT 基盤の統合およびシステムの再構築が首位であっ

た。また 2018 年度の予想でも首位であり、今後も IT 基盤の統合およびシステムの再構築

は、企業にとって重要なテーマであることがこの調査結果からわかる。このような背景も

ありシステム開発では、システムの新規構築は減少し再構築が主流となっている。また現

行システムは長年の維持管理および保守の改善で複雑化している。一方、現行システムに

は永年の業務ノウハウが蓄積されており貴重な財産となっている。しかし仕様書の最新化

が滞って陳腐化が進み、システムを熟知した有識者やユーザも減少している。このような

状況下で現行踏襲を前提とした再構築が実施されており、システム再構築の品質、納期、

コストにおいて問題が発生している。 

富士通では、この問題を解決するソリューションとして「TransMigration（トランスマ

イグレーション）サービス」を提供している。ユーザの将来計画を踏まえ、既存アプリケ

ーション資産の継承と有効活用を図りながら、継続的なシステムの最適化を実現する

TransMigration（トランスマイグレーション）サービスについて紹介する。 

本編との関連 

計画策定編「3.3 現行踏襲内容の明確化（観点 B）」と関連する。 

TransMigration サービスの現行踏襲の取り組み 

(1) TransMigration サービスの概要 

TransMigration サービスは、既存のアプリケーション資産を分析し、その特性や使

用状況などから現行踏襲する内容を明確化した上で既存アプリケーション資産を有効活

用して、業務要件を変えずに異なるプラットフォームに適合するようにアプリケーショ

ンを変換するサービスである。ご提供するサービスは、企画・分析と設計・構築のフェ

ーズに分かれている。 

企画・分析フェーズでは、稼働資産分析、移行資産整理や移行方式妥当性検（POC）

のサービスを提供している。 

設計・構築フェーズでは、業務要件を変えずに異なるプラットフォームに適合するよ

うにアプリケーションを書き換えるサービスなどを提供している。概要を図 4.13 に示

す。 
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(3) 現行踏襲内容の明確化プロセス 

TransMigrationサービスから現行踏襲の内容を明確化するプロセスとして移行概要設

計と変換仕様設計について解説する。特徴は企画・診断フェーズで明らかにした機能や

資産に対して、どの資産のどの機能を踏襲するのか。更に踏襲する方法をユーザとベン

ダで段階的に詳細化して合意することにある。 

① 移行概要設計作業による現行踏襲範囲の確定 

対象資産の過不足を調査、対象資産を確定し、プラットフォームの変更に伴う非

互換、特性などを調査して、現行資産の「変える個所」「変えない個所」「変わっ

てしまう個所」を抽出する。 

 

② 変換仕様設計作業による現行踏襲内容と踏襲方法の確定 

抽出した現行資産の「変える個所」「変わってしまう個所」について、変換仕様

書に現行踏襲を実現するために何をどのように変更するのかを詳細に記述する。

次にレビューにより変更内容と方法をユーザとベンダで合意する。変換仕様書の

妥当性を検証する手段としてパイロット検証を実施する。 

 

(4) ユーザ評価 

① ポジティブ評価 

 現行資産を調査・分析して計画工程の移行概要設計、設計工程の変換仕様設計と段

階的に現行踏襲内容を詳細化できた。現行踏襲する機能と範囲を段階的に整理す

ることで理解が深まった。 

 20 年間蓄積してきた貴重な業務ロジックを新システムに引き継ぐことができた。 

 全社 IT コスト（保守、運用コスト）を半減できた。 

 企画段階で POC を実施したことで新システムの動作が実感できた。さらに移行方

式の作業課題、クライアント操作性の変更点、システム運用の変更点を事前に抽出

できた。この結果をもとに現行踏襲機能と範囲の調整を行うことができた。 

 

② ネガティブ評価 

 リホストによる現行踏襲であっても業務の有識者を必要とした。特に試験手順書

のレビューおよび障害の解析に業務の有識者を必要とした。 

 現行と新システムでアーキテクチャが異なる移行では各種機能の非互換が発生す

る。この非互換を吸収するには OS／ミドルウェアに精通した技術者を必要とした。 

 メインフレームの集中方式から分散サーバ方式への移行により運用要員が増加し

た。 

■ 公開ホームページのご紹介 

http://jp.fujitsu.com/solutions/sdas/migration  
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適用事例 

業務システムをリライトした事例である。移行元のシステムはリッチインターネットア

プリケーション（RIA）の技術を用いて作られており、その現行資産を活用しサーバサイ

ド Java 技術を用いた Web システムに移行した。次のステップに従い移行作業を進めた。 

 

ステップ 1) 移行元システムの現状把握 

現行資産を調査した。ドキュメント系資産として現行システムの設計であるアプリケ

ーションアーキテクチャ、実装系資産としてプログラム、および現行資産を開発した際

の開発ツールが保有している定義情報などを確認した。 

特に移行先システムのアプリケーションアーキテクチャが変更になるため、現行との

差異がリスクと考え、例として、GUI コンポーネントを用いて実現している画面の見映

えや操作性、性能に影響を与えることになる処理方式の違い（処理がサーバサイドで行

われるかクライアントサイドで行われるか）、同じく性能に影響を与える内部的な処理

や格納するデータの構造や方式、などについて調査し現状把握を行った。 

 

ステップ 2) 移行先システムに求められる要件の把握 

移行先システムのアプリケーションアーキテクチャの選定にあたり、ステップ 1 で挙

げた移行元との差異に着目し調査を行った。これらは一例であり、他にも検討が必要な

さまざまな観点が存在する。 

 

 GUI コンポーネントを用いて実現している画面の見映えや操作性 

移行元で使用しているすべての GUI コンポーネントについて調査し、移行先に採用

する技術で見映えや操作が実現可能か否か確認する。例えば、「矢印キー↑や↓で

グリッド（表部品）の選択行を変更できない」、「グリッドの列幅を調節すると他の

列幅に影響を与える」などがある。実現できないものがある場合は、新規開発の検

討、要求仕様のお客様との調整、他の実現手段や実装技術への変更の検討、といっ

た選択肢がある。 

 

 性能に影響を与える処理方式の違い 

処理方式の変更の観点から性能が要件を満たすことができるか予測を行う。例え

ば、入力値チェック処理の実行がクライアントサイドで行われていたものが、サー

バサイドで行われることになる場合である。サーバサイドでのリソースの負荷の変

化を確認し、移行前と同等の処理が可能か否かを確認し、実現できない場合は、シ

ステム構成や処理を見直す。 
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 性能に影響を与える内部的な処理や格納するデータの構造や方式 

グリッドで多量のデータを表示すると画面の表示性能や操作性能が低下することが

ある。移行元システムでの処理は、表示する部分の画面コンポーネントのみを内部

で生成していたため性能要件を満たしていたが、移行先の採用技術では「データの

保有形式が理由でデータ量が多い」、「表示しない部分も含め画面コンポーネントす

べてを生成する処理を行う」ため表示性能が顕著に劣化することが分かった。表示

するデータをすべてではなく一部にする仕様変更をお客様と調整することや、部分

的に別の技術の採用を検討した。 

 

ステップ 3) 移行方式・ルール・手順の決定 

移行方式を現行資産の活用度合いにより、活用する、一部活用して自動化などで補

う、新規作成、の 3 つに分類している。移行元を分析し、移行先を定め、作業対象領域

ごとに、どの方式に当てはまるかを見極め、詳細を確認していく。 

  

 方式 A「現行資産の活用」 

移行先システムを考慮し、対象を特定し、現行の設計書やソースコードを活用す

る。 

 

 方式 B「現行資産の一部活用」 

移行先システムを考慮し、現行の設計書やソースコードを、選定もしくは開発した

移行ツールを用いて移行先資産を生成する。 

 

 方式 C「新規作成」 

現行の設計書やソースコードを参考に、移行先資産を新規に作成する。 

 

本事例では以下の方針とした。 
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4.7 計画策定編「現行業務知識不足への対応（観点D）」の事例 

株式会社 ソフトロード 

取り組み背景 

システム再構築を検討する際に現行システムに関する様々な情報が必要になるが、多く

の場合そのシステムが最初に構築されてから 10 年以上の長い年月が経っているので、構築

当初には揃っていた設計ドキュメントなどが、その後のプログラム改修の際にドキュメン

ト更新だけ行われず古い内容のままであるとか、ドキュメントが紛失してしまっているこ

とも多い。当初の設計に関与した人も異動や退職などで居なくなったり、詳細な記憶が失わ

れたりしている。 

再構築の検討の際には、現行プログラム資産やドキュメント資産の棚卸しをして、現行シス

テムに関する情報を確認することが多いが、一度失われた情報を再現するのはとても困難

なことだ。 

ソフトロードでは、このような「情報不足」を補完するために、「調査」「分析」「推測」「移

行方式設計」の作業を行っている。現行システム情報不足への対応の具体的な工程と、幾つ

かの事例を紹介する。 

 

本編との関連 

計画策定編「3.5 現行業務知識不足への対応（観点 D）」と関連する。 

 

現行システム情報不足への対応 

(1) 不足する情報の種類 

失われたドキュメントに記載されていた情報、もともと記述がなく担当者の記憶にし

かない情報、偶然に実現されていた設計情報などは、現行システムのソースプログラム

やシステム設定情報などの分析では把握できない情報であるが、モダナイゼーションの

開発やシステム構築には必要な情報もある。以下は代表的な「不足する情報」である。 

 

① 正しいソースコードの確認 

プログラムのソースコードが様々なライブラリーに分散しているために、どれが最

新の正しいソースコードかを判定するのに手間取ることが意外に多い。特に改修頻

度の低いシステムほど、ソース・ライブラリー管理がおろそかである。また、プロ

グラムの改修作業にともなって、それ改修前、改修中、そして改修後のバージョン

が共存することで複数ライブラリーに拡散したりすることも重複資産発生の原因で

ある。 
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② システム概要・業務概要・操作に関する情報 

再構築のために、現行システムのソースコードや各種システム設定情報を把握する

ために、システム全体の概要の理解、業務全体の概要の理解が重要である。オンラ

イン処理の主な画面操作なども確認する場合がある。 

 

③ 処理量、処理サイクル、処理スケジュールに関する情報 

オンライン処理のトランザクション量、ピーク時の増加率、バッチ処理の日次・週

次・月次・四半期・年次などの処理サイクル、定常バッチの起動時刻や終了予定時

刻、オンライン処理の起動時刻・終了時刻などは、新システムの要件として把握し

ておくことが必要である。 

 

④ 排他制御処理に関する情報 

システムによっては排他制御処理が必要なものがあるが、アプリケーションプログ

ラムとして明示的に排他制御をするのではなく、OS などの基盤ソフトの仕組みを利

用して結果的に排他制御が実現されているものがある。こうした場合、ソースコー

ドにも開発ドキュメントにもユーザ企業担当者の記憶にも、そのことが明示されて

いないことがある。 

通常の機能テストでは、排他制御が働くようなタイミング依存のテスト環境が作れ

ないので再現性も困難である。 

 

⑤ 検証データに関する情報 

現行システムの実際の本番データには、プログラムの例外処理になるようなデータ

の多様性が含まれないことが多い。そのため、再構築後の検証データとしてプログ

ラムのテスト網羅性（カバレッジ）が低くなってしまう傾向がある。 

 

⑥ 使用されていない処理に関する情報 

プログラムに盛り込まれた機能の中には、その後業務が変更された現在は使用して

ない機能がそのまま残っている場合が多い。しかし、新システムを再構築する際に

使用されていないロジックを削除するにも、どの部分が使用していないか、誰もわ

からない場合も多い。 

 

(2) 不足情報を補完するための方法と作業 

① ヒアリング 

再構築を必要としているシステムには、作られてから 30 年以上も経っていて、開発

当時の関係者は一人も残っていないことが多い。しかしながら現行システムを保守

している過程で現在の担当者が把握している情報の中にも、全体像を理解するため
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の情報の断片が残っている場合もある。 

担当者にヒアリングするのは、システム概要の情報、主要なオンライン処理の画面

操作、などである。これとは別に入手しているプログラムのソース分析情報などと

組み合わせて不足していた情報を推測していく。 

 

② 別なドキュメントからの情報入手 

開発ドキュメントが失われていたり、更新されずに古い内容のままだったりして、

必要な情報が不足する場合に、他のドキュメントによって一部の情報が補完される

ことがある。 

エンドユーザ向けの操作マニュアルなどは、開発ドキュメントに比べて最新内容に

更新されていることが多い。 

 

③ 操作トレーニング 

画面操作などの情報は、机上のヒアリングだけでなく、実際にテスト環境での操作

トレーニングによる方が返って短時間で要点が把握されることもある。 

 

④ ソース分析、稼働ログ分析からの推測 

現行システムのプログラム・ソースコードを分析することで、重複資産、不足資産

などが判明する。これには、主にプログラムや JOB の呼び出し（連携）情報による

分析と、稼働ログによる稼働情報による分析、さらにそれら 2 つの分析結果を総合

したもの、などが使われることが多い。ただし、オープン系のシステムでは OS が自

動的に稼働ログを取らないので、過去の稼働情報が無いシステムが一般的であり、

この場合には連携情報のみで分析する。派生的な情報として、画面遷移・階層の情

報、JOB のネットワーク情報、プログラムとデータの CRUD 情報などが抽出される場

合もある。 

 

⑤ 現新比較テストによる同一性検証 

開発ドキュメントやソース分析やヒアリングでは入手できない情報もあるが、現行

システムの処理結果と再構築された新システムの処理結果を「現新同一性検証」す

ることが可能である。これによってあるべき処理結果から逆算してロジックや設定

情報を推測することができる場合もある。 

 

⑥ 現行システムの設計ドキュメントの再生 

再構築の検討段階で、現行ソースコードから各種の開発ドキュメントを再生するこ

ともできる。これによってある程度の概要を視覚的に把握できる。 
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4.8 計画策定編「品質保証の検討（観点 E）」の事例 

株式会社 NTTデータ 

取り組み背景 

再構築の品質保証では「業務継続性の担保」が求められる。具体的には、再構築手法ごと

の特性を加味した更改計画を策定することが重要なポイントとなる。例えば、メインフレー

ムからオープンへリホストする場合、業務アプリケーション以外の変更による影響が大き

く、試験工程で業務処理エラーやデータ不一致が多発し、故障解析・対応に多大な時間と稼

働がかかる。その結果、テストが大きく遅延し、納品に関する合意調整も難航し、大問題化

することとなる。こうしたことが起きないように、再構築手法を考慮したテスト計画を立て

て実施することが重要である。 

以下にリホスト案件でテストを通じて品質を積み上げていった弊社の取り組み事例を紹

介する。 

本編との関連 

計画策定編「3.6 品質保証の検討（観点 E）」と関連する。 

品質保証の取り組み 

(1) 概要 

再構築手法の特性を加味したテストを実施して品質を確認した状態を、業務継続性が

担保できる品質レベルであり、新システムのリリース時の品質目標として設定した。ま

た、テストによる解消が困難なリスクに対しては、あらかじめ対応体制を準備すること

とした。 

 

(2) 取り組み内容 

① 再構築手法の特性を踏まえたテストの実施 

再構築手法（リホスト）の特性を踏まえて図 4.22 の通り、テストを計画し、実

施した。 
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（ⅱ）非互換パターンテスト（アーキテクチャ変更）の実施 

リホストの場合、基本的に業務アプリケーションに関するテストは実施不要であ

るが基盤が変更となっているため、非互換パターンテストを実施する必要があ

る。非互換パターンテストの例として今回の事例では以下のような取り組みを実

施した。 

 

 方式基盤の変更の例 

現行システムはメインフレーム（z/OS）のコールドスタンバイで構成され

ているが、再構築後のシステムはオープン機（AIX）と PowerHA によるホッ

トスタンバイ構成に変わる。 

【対応】 

システムテストで非機能要件の確認を実施、障害テストについても実

施した。 

 文字コード変更の例 

現行システム内のファイルなどデータの移行にあたり、文字コードなどの

変換が必要。 

【対応】 

移行ツール製造・移行機能・基盤テストにてコード変換結果確認を実

施した。 

 DB 方式変更に配慮した例 

現行のデータ定義に基づき正しく格納されていないデータが存在したた

め、データクレンジングが必要。 

【対応】 

実データにて調査・確認を実施した。 

 

（ⅲ）重要業務テストの実施 

業務継続性を担保する上で、本システムの根幹業務についてはリリース後の重大

トラブル発生を未然に防ぐ必要があった。そのため、根幹業務については複数バ

リエーションで正常に業務処理ができることを確認すると共に、業務処理エラー

が設計通りに検出できることも確認するため、正常系網羅テストとエラー分岐検

証テストを実施した。 

 

（ⅳ）サイクルテストの実施 

バッチジョブが現行の運用設計と同様に設計できているか確認する必要がある。

特定日のサイクルテストを行うことで、システムとして一連の処理が正しく実施

されることを検証した。 
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（ⅴ）現新比較テストの実施 

実行時非互換による処理不整合を検出するため、本番データを利用した現新比較

テストを実施することで、データバリエーションの拡大を図った。現新比較テス

ト結果を突合するツールを作成し、自動で照合結果を確認し取り纏めることで、

テストの効率化を実現するとともに、要員は原因解析作業に注力させてインシデ

ントの早期解消を図った。 

 

② テストでは解消しきれない残存リスクへの対応 

サイクルテストや現新比較テストでも実施できなかったデータバリエーションに

ついては、リリース後も残存リスクとして残るため、あらかじめ対応要員を準備

することでインシデントの発生に備えることとした。具体的には、年末年始など

の連続休暇明け稼働日や年次バッチの初回実行予定日について、保守要員の追加

配置を計画として盛り込んだ。 

 

＜実施結果＞ 

それぞれの実施内容に対して以下のような結果が得られた。 

 

①  あらかじめ再構築手法の特性を踏まえたテストを計画し追加実施したことで、リ

リース後も重大インシデントは発生することなく安定した運用を実現することが

できた。 

 

②  保守要員の追加配置を計画段階から組み込むことで、リリース後の保守体制を適

切に構築するとともにインシデント対応に備え有識者を確保することができた。 
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4.9 計画策定編「意思決定プロセスの策定（観点 F）」の事例 

東京海上日動システムズ株式会社 

取り組み背景 

システム再構築プロジェクトに限ったことではないが、「意思決定プロセス」が不明確な

状態でプロジェクトを進めることにより、プロジェクト内で判明した課題（プロジェクトそ

のものに大きく影響するような課題）に対して、判断の遅れはもとより、“スケジュール遅

延”、“コスト超過”、“品質の劣化“などのリスクの発生確率が高まる恐れがある。 

このため、「意思決定プロセス」を明確化し、課題のレベルに応じた責任者が判断できる

体制を整えることで、リスク発生の軽減を図った取組みを紹介する。 

本編との関連 

計画策定編「3.7 意思決定プロセスの策定（観点 F）」と関連する。 

意思決定プロセスの明確化 

(1) 概要 

本プロジェクトにおいても、他のプロジェクト同様の開発体制を構築。加えて、本プ

ロジェクトにおけるリスクを鑑み、各組織（部署）の責任者が一堂に会する場を設ける

ことで、更なる「意思決定プロセス」の明確化を図ることとした。 

 

(2) 取り組み内容 

取り組み内容としては、以下の 2 点がある。 

 各組織（部署）の責任者が一堂に会する場（＝ステアリングコミッティ）を設

置し、体制図に明記する。 

 責任者が自らプロジェクトの進捗状況を報告する場とし、発生した課題につい

てもその場で議論し、対応方針ならびに役割分担を明確化する。 

 

(3) 効果 

“ステアリングコミッティ設置”の効果としては、以下の 3 点がある。 

 責任者が自らプロジェクトの進捗状況を報告することを通じて、関係者の意思

統一、プロジェクトの求心力を高めると同時に、各組織の責任を明確化するこ

とが出来る。 

 プロジェクトメンバー全員の強力な動機付けができる。 

 意思決定がスムーズに行われることで、プロジェクトの滞留を抑止できる。 
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適用事例 

次期経理システム再構築プロジェクトにおいて、ステアリングコミッティを設置した事

例を紹介する。 

＜プロジェクトの概要＞ 

 経理システムの老朽化に伴うブラックボックス化、ならびに、四半期決算や国際財

務報告基準（IFRS）などの環境変化に柔軟な対応を行うことを目的に、再構築プロ

ジェクトを立ち上げた。 

 ERP パッケージ導入ならびに BPR を行わないことを宣言し、早期本番稼働を最優先課

題とした。 

 要求（要件）の実現可否を分析（Fit＆Gap 分析）するフィージビリティ期間を確保

した。 

 

＜実施内容＞ 

ユーザ部門、IT 部門、ベンダの 3 者の部門長によるステアリングコミッティを設置。 

（図 4.24 ステアリングコミッティ設置のイメージ図） 

プロジェクト進捗報告並びに、大きな課題などをその場で論議し、方向性を確定。以

下に具体的な例を挙げる。 

 プロジェクトの各工程（基本設計策定、要件定義、開発およびテスト）の完了

基準にステアリングコミッティの承認を条件とした。 

 一部、要件定義不足判明における対策の議論を行い、対応方針とスケジュール

を合意。 

 導入パッケージの一部機能のファーストユーザリスクに関する議論を行い、本

プロジェクトにおける効率化およびメンテナンシビリティにおける効果を優先

し、導入を決定 など 

 

図 4.24 ステアリングコミッティ設置のイメージ図 
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＜実施結果＞ 

実施した結果、以下のような効果があった。 

 意思決定スピードが向上した。 

 組織的な対応力が求められることにより、プロジェクト推進力が強化された。 

 品質を確保しつつ、ほぼ当初計画通りの期限およびコストにてサービスインでき

た。 
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4.10  計画策定編「再構築の計画と見積り（観点H）」の事例 

 株式会社 日立製作所 

取り組み背景 

システム再構築においては、リスクを事前に回避するため、現行システム・資産を分析

し全体を把握した上で、必要となる作業を段階的に詳細化・具体化しながら推進していく

こととなる。 

そのため、企画段階で見積りの精度を向上させることは難しく、プロジェクトの進行に

伴うフェーズ毎に、段階的に詳細化・精緻化し、見積り精度を向上させていくことが重要

である。 

日立製作所では、多段階契約での見積りを含め、再構築におけるフェーズ毎の作業を明

確化し、すべてのプロジェクトに適用している。 

本事例では、再構築作業の流れの中で見積り精度を向上させるためにも必要となる、移

行性分析と事前検証（パイロット移行検証）について紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.25 再構築作業の流れ 

 

 

 

 

移行方式
設計

本移行

オープン化
システム
運用設計

移行性
分析

パイロット
移行

データ
移行

システム
環境構築

組合せ
テスト

総合
テスト

運用
テスト

資産棚卸

帳票

画面

ＤＢ

ＪＣＬ

ＰＧＭ

●移行対象・移行範囲を明確にＦＩＸすること
●リソース凍結とリソース管理の徹底
（実行モジュールとソースコードの対応付け）

●オープン移行に関する技術課題の明確化
●クリティカルな技術課題の先行対策
（性能対策：ＤＢチューニング等）

●パイロット移行による移行方式内容の検証
（本移行時のリスクを低減）

２．移行方式設計・本移行

●ストレート移行＝業務仕様
変更なし

●コンペアテストが基本

●チェックリスト作成及びテスト

●現行のシステム要件、業務要
件を理解している要員の確保

３．テスト
●正確かつ確実な資産棚卸の実施
（後続作業ボリュームに大きく影響）

●ＰＧＭ変更箇所と修正規模の把握

●システム環境変更に伴う変更ポイント
の把握（ＰＧＭ・画面・帳票等）

●移行性分析結果にもとづく移行方針
の決定と移行計画の策定

１．資産棚卸・移行性分析

●運用方法は大きく変更

●オープンプラットフォームに関する
スキルを持った人員が必要

４．オープン化システム運用設計

●開発スケジュールに対応した
ハード・ソフトの導入

５．システム環境構築

●組合せテスト以降は前提となるファイル等が
必要となるためデータ移行を先行的に実施

●端末の切換と展開
（ユーザへの操作教育・クライアント台数見直しなど）

６．データ移行＆業務移行

（1） 再構築作業の流れ
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適用事例 

資産調査、移行性分析を重点的に実施した事例である。 

 

＜お客様の課題＞ 

お客様の課題は以下の 3 点である。 

 既存メインフレームシステムのランニングコストが高い 

（システム改修の際のメンテナンスに手間がかかる） 

 既存システムリソースはノウハウの固まりなので捨てたくない 

 インフラ基盤、システム運用の標準化 

 

＜実施内容＞ 

これらの課題に対して、現行資産調査・移行性分析によりツール適用率及び手修正比

率を事前に把握するとともに、パイロット移行による移行方式設計内容の確認および問

題点の早期抽出を実施した。 

 

資産棚卸
● 資産規模調査
● 関連調査など

２．５ヶ月

移行性分析
● 修正項目抽出
● 移行性評価

移行方式設計
● 修正方式決定
● ツール適用／
手作業の切り分け
・ＣＯＢＯＬ ・ＪＣＬ
・画面 ・帳票
・ＤＢ定義 ・データ移行

３．５ヶ月

運用設計

２．５ヶ月

本移行
● ＣＯＢＯＬ、ＪＣＬ、
画面・帳票、
ＤＢ定義移行

３．５ヶ月

単体テスト

１．５ヶ月

環境構築

２ヶ月

データ移行

６ヶ月

組合せ・総合・
運用テスト

● 疎通確認

● 稼働システムの決定
● システム運用の検討

● サーバシステムの構築

● ＪＯＢ実行による
テスト

４．５ヶ月パイロット移行
● パイロット移行実施
● 結果を移行方式設計書
に反映

１ヶ月

シ
ス
テ
ム
稼
働

【作業スケジュール】 全体１４ヶ月

日立作業

お客様作業

 

図 4.29 作業スケジュール 

 

＜実施結果＞ 

実施した結果、以下のような効果があった。 

 よりリスクを低減した形でオープン環境への移行を実現 

 早期の新システム稼働により、ランニングコスト削減が早期に実現 

 顧客インフラ基盤の標準化を実現 

 システム運用の標準化による、システムメンテナンスの効率化を実現 
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4.11  計画策定編「再構築の計画と見積り（観点H）」の事例 

 JFE システムズ株式会社 

取り組み背景 

システム再構築において、プロジェクト実施計画の策定はプロジェクトの開発工程を着

実に遂行するためにも重要な作業プロセスの一つである。再構築の計画策定は、通常の開発

推進方法に加え再構築特有のリスクを取込んだもので計画そのものについては大きな変化

はなく愚直に開発工程を推進していくことが重要と考えている。 

今回紹介する当社の取り組みは、2012 年に刷新した開発工程標準の定着活動とプロジェ

クトマネージャー（以降は PM）や開発メンバ向けの支援活動について記載する。 

この取り組みの背景には、ビジネス環境における変化のスピードが想定以上に早くなり、

お客様の経営課題をより正確にかつ早く、しかもビジネス環境に応じて機敏に「変化する IT

を設計・構築・運営」していかなければ生き残れないと考えたからである。 

 

本編との関連 

計画策定編「3.9 再構築の計画と見積り（観点 H）」と関連する。 

 

開発工程標準の定着と支援システム 

(1) 概要 

当社は、2012 年にこれまであった開発標準を刷新し新開発工程標準を策定した。こ

の開発工程標準は、情報システムの開発に携わる全てのライフサイクルを定義してい

る。一般的な開発プロセスだけでなく現状を評価するプロセスや、業務のあるべき姿を

要求として定義するプロセスも標準として加えた点が特徴にあげられる。開発工程標準

は「開発工程」、「実施要領」、「作業ガイド」で構成され規定されている。 

この開発工程標準は、当社において既に適用を開始している。社内では標準を有効に

活用するために社内教育体系へ開発工程標準の教育を盛り込んだ。また、利用局面を想

定し開発者を支援するナビゲーションシステムを構築し特定部門に公開している。以降

は、この取り組みについての具体的な内容を以下に記す。 

 

(2) 取り組み内容 

取り組み内容としては、以下の 3 点がある。 

① 開発工程標準、プロジェクト管理知識教育の教育体系への取込み、定着化 

② 開発プロセスナビゲーションツール 

③ 適用評価 

177

第
４
章



178

第
４
章



 

 

を実施中である。ここでの評価は、開発工程標準や開発プロセスナビゲーション

ツールなどの各種改善に繋げさらなる発展を推進中である。 

 

(3) 効果 

今回の開発工程標準の定着（特に業務要件整理）よって得られる効果として以下の 2

点がある。 

 要件定義プロセスで要求要件を一覧に整理することでお客様および当社メンバそ

れぞれに「気付き」が得られ要件提示漏れがなくなり、見積り漏れや下工程での課

題発覚などが減少する。また、プロジェクト推進中でのスコープ調整の合意形成が

図りやすくなる。 

 開発着手時に開発プロセス（開発手順）、プロセス別の成果物がテンプレートとし

て作成されており、プロジェクト経験の浅い SEでも迷うことなく開発が推進でき、

プロジェクト品質レベルの均一化が図れた。 

 

適用事例 

当社の開発工程標準を利用したシステム再構築した事例を紹介する。 

＜課題＞ 

特にシステム再構築においては、お客様から提示された業務要件やドキュメントやソー

スコードが全てを網羅出来ているわけではない。特に「現行踏襲内容」は、お客様の認識

とシステム会社の認識が不明瞭なまま工程を推進することが多く、後工程でお客様の認識

と構築したシステムのギャップが大きくプロジェクトの納期遅延や予算超過が発生して

いた。 

 

＜実施内容＞ 

 開発工程標準の業務要件プロセスにおいて、業務要件とシステム要件の結びつきを可視

化することでプロジェクト全体の問題発生リスクをヘッジする。以下が実施内容である。 

 開発標準の重要成果物である「業務要件・要求一覧表」の作成時に、現行踏襲する

業務要件とシステム要件を明確化する。現行踏襲は、ドキュメントとソースコード

から類推する。 

 要件は、非機能要件も現状を調査し記載する。 

 業務要求に対して要求の理由、解決方法、要求する機能を検討・記述し、紐付く形

でシステム要求事項を記載し要求事項とシステム対応を可視化する。（要求とシステ

ムの結びつき） 
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図 4.31 業務要件・要求一覧表のイメージ 

 

＜実施結果＞ 

一覧表で業務要件とシステム要件が結びついており、ステークホルダ全体で要件の共通

認識がはかれたことで特に以下 3 点について有効であった。 

 プロジェクトスコープの共有化ができた。 

 後工程での認識のブレがなくなり、プロジェクトが円滑に推進できたため、納期遅

延や予算超過などの発生のリスクを抑止できた。 

 要件定義で、現行踏襲すべき内容が明確化できたため上流工程でシステムテストの

現行保証テストや負荷テストなどの検証や移行計画策定時のデータの扱いや保証手

段などを検討できた。 

  

5.1.2 作成日 頁

作成者

更新日

更新者

業務層 システム層
★業務要求 ★要求理由 ★解決方向 № 区分 ★業務要件 ★分類 ★業務機能 ★システム要求 ★ｼｽﾃﾑ要件

①管理レベル向上のための機能構築 

1_案件明細の
お客様への開
示

お客様が発注時に、発
注情報と明細情報を比
較し注文書を生成する
ために、最新の案件明
細情報を取得したい。

1.お客様毎に保有する項目が
相違するため、画面で参照で
きる全情報を参照可能とする。
2.お客様単位に一括で取得で
きるダウンロード機能を準備す
る。

・発注情報の一覧取得
機能の新設

検索機能の構築 ①お客様ごとに取
得項目を自由選択
可
②一覧のダウン
ロード

検索/ダウ
ンロード機
能の構築

2_品目管理の
改善

注文情報に対して品目
情報での集計を行いた
い。

注文情報に品目情報の付与を
行う。

注文情報に対して品目
情報での集約を可能と
する。

集計＆ダウン
ロード機能の構
築

受注実績情報に品
目項目を追加

テーブルに
項目追加

[★]･･･業務要件定義プロセスにおいて必須整理事項。

業務要求・
要件一覧

案件名（又は、業務名）
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 おわりに 

  



 

 

おわりに 

本書では、システム構築の上流工程における諸作業を適切に行うことにより、開発プロ

ジェクトの失敗を減らし、構築するシステムに対する品質要求に応え、対象システムによ

り実現されるビジネスや新たなサービスに、より高い価値をもたらすことを目的とした。 

現場で発生する事例をもとに問題を洗い出し、分析する中で解決すべき課題を明らかに

して、優先度の高い内容に対してノウハウを集結したので、参考にしていただきたい。 

ただし、皆さまが持つ様々な問題は、一朝一夕では解決しないことと想定される。長期

的なスパンでの取り組みが求められる方々も多くいらっしゃるかと思われる。一方で、IT

技術の昨今のパラダイムシフトは目覚ましく、求められるスピードも一層早くなると、取

り組むべき内容や優先度も変化するかもしれない。 

その中で、上流工程の重要性に改めて理解を深めて、ステークホルダがともに手を取り

合い、地道な改善を続けていくことが目指すべき方向ではないか。 

 

冒頭で述べたように、IT の役割は、従来の"Support Business"から、今日では"Do 

Business"へと変わってきている。このような状況において競争優位を維持し続けるため

には、IT システムのユーザは、ビジネス環境の変化に機敏に対応するとともに、自らその

システムにビジネス要件を的確に反映することが必須である。そのために、本書が少しで

も役立てば幸いである。 
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用語集 

＜A to Z＞ 

AP（Application） 

アプリケーションの略語。 

DB（Database） 

データベースの略語。 

EOL 

End of Life の略語。 

EOS 

End of Service の略語。 

HW（Hardware） 

ハードウェアの略語。 

ISV 製品 

Independent Software Vendor の略語。コンピュータメーカ系列ではない、パッケージ

ソフトウェアの開発・販売会社の総称。 

MW（Middleware） 

ミドルウェアの略語。 

PF（Platform） 

プラットフォームの略語。 

SW（Software）など 

ソフトウェアの略語。 

WS（Workstation） 

ワークステーションの略語。 

 

＜か行＞ 

業務仕様 

業務要件を実現する具体的な方法を定義したもの。 

（例）設計書、業務マニュアル等 

業務要件 

対象の業務を遂行するうえで課題対応や問題点への対策を起因とする業務追加・改善

のために必要な事項をまとめたもの。 

（例）業務プロセスの定義、業務手順の変更 

現行資産 

現行システムのソフトウェアやドキュメント類のこと。 

（例）ソースコードやその実行モジュール、設計書等 
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現行踏襲 

現行システムの要件や仕様を新システムに引き継ぐこと。 

（注）現行踏襲の対象は曖昧になりやすいため、対象を具体的に明確化することが必要

である。 

現新比較テスト 

現行システムと新システムに対して、同一条件でインプットとアウトプットの比較を

行う試験。（類語：新旧比較テスト） 

 

＜さ行＞ 

資産凍結 

新システムに移行する資産を一定の期限で確定すること。 

制御機能 

業務を実行するための補完機能であり、ハードウェア、OS 以外のもの。 

 

＜た行＞ 

テーラリング 

一般的な標準を基に、個々の利用シーンに合わせた標準を策定すること。 

 

＜は行＞ 

ハードウェア更改 

保守切れ対策を契機にハードウェア製品を入れ替えること。アプリケーションは基本

的に変更しないが、バージョンアップに伴う非互換の吸収を行う。 

（例）Linux のバージョンが上がった事により、Linux 上で動いているミドルウェア製

品のバージョンが上がる。 

復元 

仕様書などのドキュメントの復元を指しており、現行システムのプログラムの解析や、

関連する既存のドキュメント、有識者からの情報を整理して不足しているドキュメン

トを書き起こす作業のこと。 

部門 

 利用部門 

システムを直接使用して業務を行うエンドユーザ。画面を操作しながら業務を遂行

するオペレータなどのこと。 

 業務部門 

経営層のビジネス戦略を踏まえ、事業戦略の立案を行う部門。機能要件の責任所管

であり、機能要件を承認する立場である。 
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 システム部門 

システムを構築する部門。非機能要件の責任所管であり、非機能要件を承認する立

場である。 

 運用部門 

現行システムの運用を行う部門。業務運用とシステム運用の両方を含む。 

 

＜ま行＞ 

モダナイゼーション 

稼働中のソフトウェアに対して、現行資産を活かしながら最新の製品や設計で置き換

えること。特に稼動後数十年経っているようなメインフレームを中心とする基幹シス

テムの刷新を行うことを意味する。本ガイドではリビルド、リライト、リホスト、ハー

ドウェア更改等の再構築手法を総称してモダナイゼーションと呼ぶ。 

＜ら行＞ 

リビルド 

業務要件を変更せずに、新システムの特性に合わせて業務仕様を変更する。業務仕様に

基づき新システムで効率よく動作するように業務アプリケーションを作り変える。 

リホスト 

業務仕様は変更を加えず、プラットフォームである OS やミドルウェアやハードウェア

及びアプリケーションを移行すること。現行システムと次期システムで同一の言語を

使用する。 

（例）Unix から Linux、メインフレームからオープンシステム 

リライト 

業務仕様は変更を加えず、プラットフォームであるミドルウェアやハードウェアを移

行すること。業務アプリケーションについては移行要件に従って現行システムとは別

の言語で書き換える。 
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